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厚岸町議会 平成２０年度各会計補正予算審査特別委員会会議録

平成21年３月11日

午前10時00分開会

●委員長（竹田委員） ただいまより平成20年度各会計補正予算審査特別委員会を開会し

ます。

議案第13号 平成20年度厚岸町国民健康保険特別会計補正予算を議題といたします。

第１条の歳入歳出予算の補正。

４ページをお開き願います。

進め方は、款項目により進めてまいります。

１款１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税。

10番谷口委員。

●谷口委員 申しわけないんですが、１節の医療給付費現年前年課税分、それから、滞納

繰越分、４節、ありますけど、これは結構な額なんですが、この主な要因について説明

をしていただきたい。

それと、２節の後期高齢者支援金等現年課税分、これについてちょっと説明してくだ

さい、内容も含めて。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） ご答弁申し上げます。

国民健康保険税、１項１目１節医療給付費現年課税分、それから、４節の医療給付費

滞納繰越分の減につきましてでございます。

まず、１節の医療給付費現年課税分につきましては、課税に当たっての所得の減が主

な原因でございます。

それから、４節の医療給付費滞納繰越分、これにつきましては、平成20年度当初予算

におきまして、滞納繰越分の収納率を60％を見込んで、例年、編成をさせていただいて

おるところでございます。今回の最終補正に当たりまして、最終の収納率に計算をし直

したところ、この額が7,859万8,000円の減額となる見込みとなるというところでござい

ます。

一応概要的にはこのような状況でございます。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 申しわけありません。お答えいたします。

当初予算では、後期高齢者支援金と、この部分の計上をしてございません。今回、計

上に当たりまして、区分を設けまして、新たにこちらに分けて計上したという内容でご
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ざいます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 １節の医療給付費現年課税分、これでいきますと、当初予算と比較して何％

。 、 、 。になるのですか 何％減額になるか 何％が入っているのか これをきちんともう一度

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

まず、率はちょっと計算をしなければわかりませんが、先ほど町民課長のほうからご

答弁申し上げましたが、当初予算におきまして、医療給付費現年課税分に、本来、後期

、 、高齢者支援金分をここで計上しておくべきものであったところ 先ほどの答弁のとおり

振り替えがあったところで、２節の8,276万2,000円と、それから、１節の給付費現年課

税分の7,755万5,000円の減、この振り替えがあるところでございます。

、 、 、それから 最初の質問の 何％の要するに増減があるのかということにつきましては

後期高齢者の支援金分と、それから、医療給付費現年当初課税の分の税額について、若

干計算する時間をいただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前10時07分休憩

午前10時10分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） それでは、今、それぞれの計算をしてまいりましたので、お

答え申し上げます。

今回の１節医療給付費現年当初課税分7,755万5,000円の減でございますけれども、平

成20年度当初予算におきまして、後期高齢者支援金分の現年当初課税分をこの部分に含

めておりました。その額が当初予算の額で収納率をかけて３億9,142万6,000円となりま

す。今回、収納率をかけまして、３億4,116万5,000円。要するに当初予算の３億9,100万

円が、今回の補正後によりまして３億4,116万5,000円となりまして、差額4,977万5,000円

が医療給付費現年当初課税分の純粋な減となるところでございます。それと、後期高齢

者との差額がありますから、8,276万2,000円の額とは一致しないところでございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。
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●谷口委員 今の課長の説明でいいんだと思うんですけど、１回目の説明はそうでないん

ですよ、聞いたら。何で減になったんだと聞いたら、所得の減だと、あっさりそれだけ

なの。これ、やりくりがあったわけでしょう。それをやっぱりきちんと説明していただ

かないと、当初３億9,000万幾らが、今回、7,755万5,000円減すれば３億1,380万円ぐらい

か、このぐらいになるんですよ、これ、計算をすると。だけれども、結果的に後期高齢

者のほうがきちんと節として起こさなければならないので、そのやりくりの差額が出て

いると。ですから、そこを詳しく説明していただかないと、結果的にはこの内容を詳し

く知ることはできないですよね。ですから、実際に全くこういう経済情勢で、当初課税

したときの状況と、現在の経済情勢で、収入がなくて、どうしても収納できない状況が

生まれているのがこのぐらいだということでなければならないと思うんです。そういう

説明になっていないんです、先ほどの１回目の課長のお答えは。そういうふうに私は受

けるんですが、いかがですか。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

まずもって、大変答弁の、全くの的を射ていない下手さについておわびを申し上げま

す。

総じて、最初に答弁申し上げたのは、要するに後期高齢者との振り替えのことを省略

し、減額になった部分について、所得の減があったということで、総じて答弁をさせて

いただきました。本来であれば、最初から当初予算で後期高齢者の分の振り替えの分が

あって、なおかつ所得等の確定によって所得割の減があったという説明をするべきとこ

ろを、それを省略し、いきなり所得の減によるものという答弁をしたことについて、ま

ずもっておわび申し上げます。

数字的につきましては、先ほど説明したとおりでございますので、ご理解賜りたいと

存じます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 あともう一つ、滞納のほうなんですが、当初60％見込んでいるというような

お話でしたけれども、このままでいくと、この60％からもかなり落ち込むのかなという

ふうに思うんですが、そういう点では、滞納の納付状況とか納税状況はどういうふうに

なっているのか、今後の見通しについて。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前10時17分休憩

午前10時18分再開
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●委員長（竹田委員） 再開します。

税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 大変時間をとらせましてまことに申しわけございません。

滞納繰越分の収納率でございます。今回、最終の補正に上げさせていただいた収納率

、 、 。 、でございますが 現年度繰越分0.1448ですから 14.48％を見込んでおります ですから

0.4552ポイントの減。それから、滞納繰越分につきましては、60％の収納率のところ、

同じく14.48％の収納率を見込んで計上してございます。

それから、今後の推移ということでございますが、例年、国民健康保険税につきまし

ては、いわゆる３税、町道民税、固定資産税、都市計画税よりもある程度優先し、それ

は納税者の方の当然ご了解をいただいて優先し、収納というか、お納めいただいている

ところでございますが、今後もこのようなことを念頭に置きながら、国民健康保険税の

保険者としての歳入の確保に努めてまいりたいと考えております。

ただし、委員先ほどご指摘されたとおり、町内の経済状況につきましては、いいとい

う状況ではございません。それから、収納率についても、今後上がるという確定的な要

素も現在のところありません。それから、現在、平成19年度から、釧路、根室、広域で

行っております滞納整理機構のほうにもお願いしているところでございますが、そちら

のほうの収納率は総じて保険税については20％相当分の収納率を上げているものの、滞

納をされている、徴集に行ってお願いしている人数が少ないところから、例えば今後、

率にしますと、６ポイントほど上回っているところでございますけれども、金額的には

大差がないというところでございますので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 結果的にこういう状況で、納付できない方が、ここまでしても相当数の方が

いらっしゃるということになっていくと思うんですけど、あと、最後なんですが、こう

いう状況が続いて、今回というか、今年度の収納、滞納を続けることによる資格証明書

の発行等が懸念される世帯等はあるんでしょうか、ないんでしょうか。前に１件、その

ようなお話があったんですが、それ以外に増えるとか減るとかあるのでしょうか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 資格証明書の関係、お答えいたします。

前にもご質問ございまして、資格証明書、現在２件発行しているということでお話し

申し上げましたけれども、今現在のところ、対象の方々含めて、いろいろなお話し合い

をさせていただいておりますけれども、すぐさま資格証明書に行くというような予定は

今のところは持ってございません。

（ はい、わかりました」の声あり）「
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●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目退職被保険者等国民健康保険税。

３款分担金及び負担金、２項負担金、１目保険事業費負担金。

４款款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金。

３目特定健康診査等負担金。

２項国庫補助金、１目財政調整交付金。

５款１項１目療養給付費等交付金。

６款１項１目前期高齢者交付金。

７款道支出金、１項道負担金、２目特定健康診断等負担金。

２項道負担金、１目道補助金。

２目財政調整交付金。

９款１項共同事業交付金、１目高額医療費共同事業交付金。

３目保険財政共同安定化事業交付金。

ございませんか。

８ページ。

10款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

12款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、１目一般被保険者延滞金。

２目退職被保険者等延滞金。

３項雑入、１目一般被保険者等第三者納付金。

３目一般被保険者延納金。

５目雑入。

ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

10ページ、歳出に入ります。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

２項徴税費、１目賦課徴収費。

３項１目運営会協議会費。

４項１目 復旧費。

ございませんか。

12ページ。

５項１目特別対策事業費。

13ページ。

２款保険給付費、１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費。

２目退職被保険者等療養給付費。

３目一般被保険者療養費。

４目退職被保険者等療養費。
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５目審査支払手数料。

２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費。

ありませんか。

16ページ。

２目退職被保険者等高額療養費。

３項移送費、１目一般被保険者移送費。

２目退職被保険者等移送費。

４項出産育児諸費、１目出産育児一時金。

５項葬祭諸費、１目葬祭費。

ございませんか。

18ページ。

３款１項１目後期高齢者支援金。

ございませんか。

19ページ。

４款１項１目前期高齢者納付金。

ございませんか。

22ページ。

５款１項１目老人保健医療費拠出金。

２目老人保健事務費拠出金。

ございませんか。

24ページ。

６款１項１目介護納付金。

ございませんか。

26ページ。

７款１項共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金。

２目保険財政共同安定化事業拠出金。

ございませんか。

27ページ。

８款保健事業費、１項１目特定健康診断等事業費。

２項保健事業費、１目保健衛生復旧費。

ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。



- 169 -

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

、 。次に 議案第14号 平成20年度厚岸町簡易水道事業特別会計補正予算を議題とします

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

１款分担金及び負担金、１項分担金、１目水道費分担金。

２款使用料及び手数料、２項手数料、１目水道手数料。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

歳出に入ります。

６ページ。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

ございませんか。

８ページ。

２款水道費、１項１目水道事業費。

ございませんか。

９ページ。

４款１項公債費、２目利子。

ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第15号 平成20年度厚岸町老人保健特別会計補正予算を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

１款１項支払基金交付金、１目医療費交付金。

２目審査支払手数料交付金。

２款国庫支出金、１項国庫負担金、２目医療費負担金。

10番谷口委員。

、●谷口委員 ここに過年度分100万1,000円が医療給付費として計上されているんですけど

この過年度分というのは、ここで一括して毎年度収入となるんでしょうか。
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●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前10時33分休憩

午前10時34分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

町民課長。

●町民課長（米内山課長） 申しわけございません。お答えいたします。

医療費負担金の過年度分ということでございますけれども、これは当然、過年度分で

すから、19年度の精算分ということで、ここで受けます。今現在決まっている額につい

てはここで受けるということでございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 この場合は、当初1,000円見ていますよね。それで今回、100万円ぐらいとい

うことになるのかな。総トータルで幾らなのかちょっとわかりませんけど、補正してい

るのは100万1,000円補正しているんですよね。100万円でよかったのか、その辺、ちょっ

とわかりませんけど、この過年度分というのはいつこちらのほうに収入となってくるの

か。３月の補正でなければ補正できないものなのか、もっと先に入ってきているものな

のか。こんな程度だから、最後どうせやるから、そこまで延ばしておけというような処

理の仕方をしているのか、その辺はどういうことなんですか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前10時35分休憩

午前10時37分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

町民課長。

●町民課長（米内山課長） お時間をとらせて申しわけございません。

歳入の関係でございますけれども 実は７月に一度補正させていただいております 799、 。

万4,000円ということであります。今回、100万1,000円ということで、２回に分けて、そ

の都度、決まった段階で計上させていただいている内容でございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。
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●谷口委員 ですから、決まって、いつ厚岸町のほうにこれが入ってくるようになってい

るんですか。それぞれ２回、今言われましたよね。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 実際の収入でございますけれども、これは３月になります。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

、 、 。 。 、 。●谷口委員 そうすると 今 ７月と言いましたっけ ６月ですか ７月ですか 799万円

（ ９月 」の声あり）「 。

●谷口委員 ７月って。

（ 申しわけありません。９月」の声あり）「

●谷口委員 また怒られるんですよ、皆さんに、私が、きちんと答弁してもらわないと。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 申しわけございません。先ほど799万4,000円の補正ですけれ

ども、９月の議会でございます。申しわけございません。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 補正を組んで、私、会計の仕組み、すべて知っているわけでないので、何か

見えないんですけれど、９月に補正をすると。今回、３月に補正していますよね。だけ

れど、入ってくる金は３月だというお話なんですけど、それでは９月の補正は何をとい

うことにならないんでしょうか。それが見込める段階では、やはりきちんと収入として

入ってくるということになっていかないと困るんではないのかなというふうに思うんで

すけれども、国の負担分ですよね。今、地方が大変なときに、国は延ばしに延ばして、

最後の帳尻合わせるときにお金よこしますよというのでは、地方のほうの財政計画とい

うものは国に、こんな額ですけれど、振り回されているということになっちゃうんじゃ

ないですか。

それともう一つは、３月に７分の１かい、今度は、９月の補正で見た分の。それが上

積みになってくるというやり方なんだけども、この辺の見通しみたいなのは今までどう

やってやってきているのか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。
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●町民課長（米内山課長） お答え申し上げます。

７月に実は報告を出して、見込みを立てて、９月に補正するというようなことで行っ

ております。ですから、９月に一度補正させていただいておるんですけれども、最終的

に決まってくるのは今回上げた補正予算、それから、入ってくるのはその補正予算後の

決定ということになります。確かに質問者おっしゃるとおり、地方財政のことを考えま

すと、やはりもう少し国のほうへも意見をしていかなければならないことだというふう

には思います。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 余り長々とやってもあれですから、そうすると、医療費国庫負担金あります

よね、２款の。これ全体の現年度分についてはそれなりの事務局に収入として入ってく

ると。今回、補正分もあって、減額になっていますけど、これも年度末にならないと収

入として入らないものなんですか。

●委員長（竹田委員） 町民課長。

●町民課長（米内山課長） 現年度分については毎月入ってくるようになっています。

（ わかりました。少し勉強させてください」の声あり）「

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目医療費負担金。

３款道支出金、１項道負担金、２目医療費負担金。

４款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

５款諸収入、１項雑入、１目第三者納付金。

２目延納金。

ございませんか。

なければ、以上で歳入を終わります。

続きまして、歳出に入ります。

６ページ。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

ございませんか。

８ページ。

１項医療諸費、１目医療給付費。



- 173 -

２目医療費支給費。

３目審査支払手数料。

ございませんか。

10ページ。

３款諸支出金、１項償還金及び還付金、１目償還金。

12ページ。

４款１項１目予備費。

ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ございません

か。

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第16号 平成20年度厚岸町下水道事業特別会計補正予算を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正、４ページ、事項別明細書をお開き願います。

５ページ、歳入から進めます。

１款分担金及び負担金、２項負担金、１目下水道費分担金。

５款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

６款諸収入、２項１目雑入。

７款１項町債、１目下水道債。

ございませんか。

なければ、歳入を終わります。

続きまして、歳出に入ります。

７ページ。

１款下水道費、１項下水道管理費、１目一般管理費。

２目管渠管理費。

３目処理場管理費。

４目復旧促進費。

ございませんか。

９ページ。

２項下水道事業費、１目公共下水道事業費。

ございませんか。

以上で、歳出を終わります。

次に、第２条債務負担行為の補正。
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３ページ。

ございませんか。

総体的にありませんか。

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第17号 平成20年度厚岸町介護保険特別会計補正予算を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正、４ページ、事項別明細書をお開き願います。

６ページ、歳入から進めます。

１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者介護保険料。

２款分担金及び負担金、１項負担金、１目地域支援事業負担金。

３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金。

２項国庫補助金、１目財政調整交付金。

５目介護保険事業費補助金。

７目地域支援事業交付金。

８目介護従事者処遇改善臨時特例交付金。

４款１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金。

２目地域支援事業支援交付金。

４款支払基金交付金、１項支払交付金、１目介護給付費交付金。

２目地域支援事業支援交付金。

５款道支出金、１項道負担金、１目介護給付費負担金。

２項道補助金、３目地域支援事業交付金。

６款財産収入、１項財産運用収入、１目利子及び配当金。

７款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金。

10番谷口委員。

●谷口委員 今回、一般会計に介護給付費準備基金繰入金を1,683万9,000円というふうに

なっているんですけども、現在の基金、どのくらいになっているのか。それと、これを

差し引けば幾ら残るのか、ちょっとそれについて説明をお願いいたします。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お答えをさせていただきます。

今回 歳入で準備基金からの繰り入れ1,683万9,000円を計上させていただきまして 20、 、
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年度末に残ります基金の額の見込みは135万2,901円が最終的に年度末の基金の残という

見込みで見ております。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 そううると、今回、準備基金は、結果的にはほとんど取り崩すということに

なって、これは厚岸町のやり方では、大体例年、同じぐらいの積み立てと取り崩しを繰

り返しているんですか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 委員ご承知のように、準備基金の部分につきましては、給

付に伴います財源不足の対応も含めて出し入れをさせていただいているところでござい

まして、例年、決算において一千数百万円という翌年度繰り越しが、この間、19年度も

ございました。19年度で言いますと、20年度の繰り越しが1,524万円ございました。この

第３期の事業計画期間中、大体同様の傾向で翌年度繰り越しがあって、その年度内に給

付の見込みをする中で、繰り入れが必要になって、取り崩しをさせていただいている、

同様の傾向でこの３年間は推移しているというふうに見ております。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 ですけど、20年度については残が135万円と言いましたよね、先ほど。そうす

ると、10分の１に、基金として繰り越せないということになる計算でいいのかなという

ふうに思うんですけど、そうした場合に、今後のこの事業を進める上での問題点という

か、今いろいろ介護認定も変わるというようなことも言われていますよね。そういうこ

とによる利用者等の不安もあるんですけど、この会計を進めていく上で、次年度の会計

はこの後に審議されるんですけど、それについての今回の会計から今後の会計に移行す

る上で問題点が生じてこないのかどうなのか、こういう基金が残り少なくなってしまう

ということに対する対応、あるいは考え方について説明してください。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 給付費に対します年度末の見込みというのは、毎年、例え

ば1,000万円、2,000万円余るのではないかという見込みを組んでいるわけではございま

せんで、11月段階での実績に基づいて３月末の推計をさせていただくという手法でござ

います。結果として、年度末で見込みよりも給付が下回るということがこの間ございま

した。それが翌年度に前年度繰越金として基金のほうに一時積ませていただくというや

り方でございます。そういう意味で、20年度の年度末の段階で、見込みどおり支出をし

ますということになりますと、委員おっしゃるように、基金の残は130万円しかないとい

うことになります。21年度の事業展開の中での給付費が見込みよりも増えていくという
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ことになりますと、その財源補てんをどうするのかということになってまいります。介

護保険の場合は、不足分を他の会計から繰り入れていただくという手法については認め

られておりません。厚岸町が負担するのは給付費相当の12.5％というふうに決められて

おりますので、それを上回って保険料の不足分があったからそれを補てんをするという

手法は認められておりませんので、それに対応する制度として、北海道が持っておりま

す基金から借り入れをさせていただく。この北海道の準備基金の借り入れの分は、事業

期間中に、いわゆる３年、３年の事業期間でございますので、21年度、22年度、23年度

という３カ年の中で返済をしていくということになってくるんでありますが、当面の財

源不足というものが出てきたときには、北海道が持っております準備基金から借り入れ

をしてやりくりをさせていただくという手法でございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

、 、 、●谷口委員 そうすると 当面の考え方としては これがもし大変な状況になったときに

すぐ介護保険料、あるいは利用料に転嫁していくという考えではないというふうに理解

していいんですか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） ３年間の事業期間中では、保険料を翌年度急に上げるとか

というシステムになっておりません。次の計画期間の中で、保険料が３年間足りなかっ

たぞという部分も見込んだ中で、新たな保険料の算定をするという仕組みになっており

ますので 21年度不足したので 22年度急に上がるというシステムではございません 23、 、 。

年度まで保険料は、今回決めていただいた介護保険条例でいきますと、３年間同額の保

険料の負担をいただくということでございます。

（ いいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金。

８ページ。

９款諸収入、２項３目雑入。

ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

次に、歳出に入ります。

10ページ。
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１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

２項徴収費、１目付加徴収費。

３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費。

５項１目計画策定委員会費。

ございませんか。

12ページ。

２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付費。

２目施設介護サービス給付費。

５目委託介護サービス計画費。

６目審査支払手数料。

２項１目高額介護サービス費。

ございませんか。

14ページ。

４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、１目介護予防特定高齢者施策事業費。

２目介護予防一般高齢者施策事業費。

２項包括的支援事業任意事業費、１目包括的支援事業等事業費。

２目任意事業費。

ございませんか。

18ページ。

５款１項１目介護給付費準備基金費。

20ページ。

６款１項１目介護従事者処遇改善臨時特例基金費。

ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第18号 平成20年度厚岸町介護サービス事業特別会計補正予算を議題とい

たします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

１款サービス収入、１項介護給付費収入、１目居宅介護サービス費収入。

２目施設介護サービス費収入。

３項１目自己負担金収入。
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７款１項寄附金、１目サービス事業費寄附金。

８款１項１目一般会計繰入金。

９款諸収入、１項１目雑入。

ございませんか。

以上で、歳入を終わります。

続きまして、歳出に入ります。

６ページ。

１款サービス事業費、１項居宅サービス事業費、２目通所介護サービス事業費。

ございませんか。

８ページ。

３目訪問入浴介護サービス事業費。

ございませんか。

10ページ。

４目短期入所生活介護サービス事業費。

７目包括的支援事業費。

２項施設サービス事業費、１目施設介護サービス事業費。

ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

７番安達委員。

●安達委員 ちょっとここでお聞きしておきたいんですけど、例えば町民が介護サービス

、 、 。を受けたいという場合 まず 順序としてどういう手続から行ったらよろしいんですか

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） お答えを申し上げます。

ご相談いただく窓口は、保健介護課にあります地域包括支援センターというところが

最初の窓口になりますが、これは健康づくり係でありますとか、介護保険係であります

とかというところにつながっても、地域包括のほうに電話がつながる、あるいは、不在

のときは要件をお聞きをして、担当のほうにお聞きをした内容を伝えるということで進

めております。

現在、要介護認定を受けていらっしゃらない方がサービスを使いたいということでの

ご相談になりますと、まず生活の状況なんかをお聞きしながら、要望されるのはどんな

サービスなんでしょうということも含めて、まず相談を受けます。サービスを受ける場

合には、介護認定というものが必要になってまいります。状態によって、要支援という

認定であったり、要介護という認定であったり、あるいは、まれには対象にならないと

いう場合もございます。

、 、 、要介護認定が判定されますと 具体的なサービスそのものは 要支援という場合には

先ほど申し上げました、私どもの地域包括支援センターがサービスのプランを本人とご
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相談をして決めさせていただく。要介護の認定がされた方については、ケアマネージャ

ーのつくりますプランに基づいてサービスを受けるということになりますので、どこの

ケアマネージャーにお願いをするかという部分につきましては、こちらからも情報提供

させていただきますが、利用者さんがサービス計画をつくるケアマネージャーさんを選

んでいただいて、そこで利用者とケアマネージャーさんの話し合いの中でプランが立て

られて、具体的に、じゃ、いつからどのサービスを使いましょうということが進んでま

いります。サービスの内容につきましては、デイサービスを週に２回通いたいとか、そ

ういった具体的なものをケアプランの中で積み上げてサービスを受けるということにな

ってまいります。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 サービスを受ける場合、ケアマネージャーですか、利用者の意向を聞きなが

、 、 、 、ら サービスを行っている 厚岸は３カ所ぐらいあるんですか その選び方というのは

あくまでもサービスを受ける人がその場所を選ぶ、それともアドバイスをしながらとい

うことなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 計画をつくります事業所は、現在４事業所ございます。そ

の４事業所のうち、私どものほうでは、例えば社会福祉協議会のケアマネージャーがい

いですよとか、ここの事業所がいいですよとかということは申し上げることができませ

ん。こうやってあるんですよという情報を提供させていただいて、ご本人が、じゃ、ど

こに頼もうかというところを選んでいただくということでございます。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

、 、 、●安達委員 余り端的にご質問するというか ちょっと不合理な部分もあるのかなと 私

耳にしている部分です。例えば、福祉協議会の中に、あの中にも入っている介護事業所

もありますよね。そこにいて、今までお世話になっていたと。その方が、非常にサービ

ス内容がよくないというか、非常に事務的といいますかね、そういう評判が余りよくな

。 、 、い話は聞くわけなんですよね それで その受けている方がほかへ移りたいと言ったら

あなたがそっちへ行くんだったらあとは知りませんよと。一切、何かあってもこちらに

来ることはもう認めませんよと、何かそういうような強制的な言葉というか、出るらし

いですね。やっぱり福祉協議会の中の介護は、やはりいろんな面で、ほかの個人よりも

有利な部分もあるんですね。決して平等な競争の中でなくて、ちょっとやっぱり有利な

部分があると思います。そういう中で、そういうサービスを受ける方がほかに移りたい

ということになると、そういう強制的な言葉が返ってくるということをちょっと耳にし

たんですけど、そういうことはちょっとまずいなと思うし、やはり厚岸町、これは全国

的に介護を受ける方がどんどん増えるわけなんですけども、福祉協議会の介護だけじゃ
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賄い切れないと思うんですよね。やはりそういう民間の事業所あたりも一緒に営業でき

るような、そういう形にしていかないと、これから増える中では、ちょっとそういう面

、 、 。ではネックになるのかなと思うんですけども その辺 何か情報か何か聞いていますか

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 今のお話の内容で申し上げますと、本来あってはならない

話でございますので、私どもはサービス提供事業所の質の向上も含めた行政からのお話

やら連携やらということに日々努めているわけでありまして、おっしゃられるようなこ

とがあったとすれば、それはあってはならないことで、苦情といいますか、情報として

私どもも受けとめさせていただいてということに対応させていただきたいというふうに

思っております。

お話の内容だけですと、プランの内容が悪いのか、ヘルパーのいわゆる居宅サービス

の部分、プランづくりと実際のサービスの部分とは事業所が別々でございますので、社

会福祉協議会１本ということではございません。計画づくりの事業所と、それからサー

ビス提供の事業所ということになってまいりますので、サービス提供の事業所、厚岸の

場合は社会福祉協議会と、もう一つ、民間の事業所もございます。そういう意味で、サ

ービス体制が十分あるのかどうかという話になりますと、何とか今のところは町内の利

用者の要望にこたえられるだけの対応はできている。利用者といいますか、介護認定さ

れる方がどんどんどんどん増えていって、居宅介護をする、簡単に言いますと、ヘルパ

ーさんが増えてこないということになりますと、厚岸の町内で持っている居宅の事業所

では対応できないことになってまいりますので、そういうことにならないように、社協

も民間も連携する中で、サービスの提供、あるいは質の向上に努めていかなきゃいけな

いということで、月１回、私どもも事業所と地域包括支援センターの連絡会議というの

もさせていただいておりますので、その中で連携を図っているところでございます。今

後につきましても、なお連携を図りながら、言われるようなことのないように努めてい

かなきゃいけないなというふうに感じております。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 本当にこれ、あってはならない、もしあるとすれば、私もそれは事実として

、 、つかまえていないですが 利用者の中からそういう話を聞いたのは事実なんですけども

これはあってはならないなと私も思っております。中身を聞きますと、私たちはやって

あげているんだと、何かそういう態度がありありだというんですよね。人間同士の、サ

ービスを受けるほうもサービスを提供するほうも、お互い人間ですから、何かそういう

わだかまりがあるのかもしれませんけども、やっぱりそういうことであっちゃならんな

と。私、変えたいんだというときは、やはりそういう規制するような、何か挑発的なこ

とがないように指導していくのも必要なのかなと思うんですけども、もう一度その辺、

お願いします。
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●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 繰り返しになりますが、サービス事業所を変えたいという

場合に、差別がされる、あるいはもう知らないよみたいな話が現実にあるとしたら、そ

れはあってはならないことでありますので、私ども、介護保険の保険者として、あるい

は厚岸町内にあります事業所の有効な利用、それから、サービスの質の向上という、同

じ課題を持ってやっておりますので、今後、さらにサービス向上に向けて、行政も、民

間の事業所も、社会福祉協議会の事業所もということで、連携を図らせていただきたい

というふうに思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 総体的にということで、他にありませんか。

以上で、質疑を終わります。

お諮りします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第19号 平成20年度厚岸町後期高齢者医療特別会計補正予算を議題といた

します。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

４ページ、歳入から進めます。

１款１項後期高齢者医療保険料、１目特別徴収保険料。

２目普通徴収保険料。

３款繰入金１項１目一般会計繰入金。

５款諸収入、３項３目雑入。

ございませんか。

歳入を終わります。

歳出に入ります。

６ページ。

１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。

２項１目徴収費。

ございませんか。

８ページ。

２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付費。
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ございませんか。

なければ、歳出を終わります。

総体的にありませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第20号 平成20年度厚岸町水道事業会計補正予算を議題とします。

１ページ、第２条、業務の予定量の補正。

次に、第３条、収益的収入及び支出の補正。

６ページをお開き願います。

収益的収入から進めてまいります。

１款水道事業収益、１項営業収益、１目給水収益。

２項営業外収益、４目雑収益。

ございませんか。

収入を終わります。

続いて、収益的支出に入ります。

１款水道事業費、１項営業費用、１目原水及び浄水費。

２目配水及び給水費。

４目総係費。

５目減価償却費。

６目資産減耗費。

２項営業外費用、３目消費税及び地方消費税。

１ページにお戻り願います。

第４条、資本的収入及び支出の補正。

７ページをお開き願います。

基本的収入から進めてまいります。

１款資本的収入、５項１目工事負担金。

収入を終わります。

続いて、資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費、２目総係費。

３目メーター設備費。

ございませんか。
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総体的にありませんか。

２番堀委員。

●堀委員 会計全体にかかるものですから、総体的な中でちょっと質問させてもらいます

けれども、今回、平成20年度の水道事業会計、約1,352万5,000円ほどの赤字となってい

るんですけれども、企業会計的には19年度まで黒字が確保されていたと。そういった中

で、平成20年度になって赤字になった大きな要因というものをまず教えていただきたい

と思います。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） お答えいたします。

まず、20年度におきまして大きく変化した点につきまして、給水区域の変更がござい

ました。20年度から尾幌地区と小島地区がそれまでの簡易水道から上水道の給水区域と

なりました。これによりまして、当然、それまで簡易水道会計の収入でございました尾

幌と小島の水道使用料、これは新たな収益となりました。20年度当初では約1,200万円。

ただ、同時に、それまで簡易水道会計から支払われておりました受水費、これは簡易水

道に上水道から水をつくって供給するというものに対する対価でございます。これがな

くなりました。19年度の実績で2,434万3,000円。差し引きで1,234万3,000円、約1,200万

円の減ということでございます。

このために、20年度予算の編成に当たりまして、私どもとしましては、支出面で職員

を１名減といたしました。人件費を約400万円減額してございます。それから、企業債借

り換えによりまして支払い利息が減ってございます。また、収益が減りますので、消費

税も減るということで、支払い利息が約300万円、消費税の減が100万円ということで、

合わせて400万円の減を見込んでおります。それから、さらに消耗品ですとか薬品、修繕

費などの経費を約500万円減額しまして、20年度予算の収支の均衡を図りました。ただ、

この時点におきましては、見込み以上の減少に相なったことに加えまして、削減をした

費用も、修繕費ですとか薬品費等が増加いたしまして、結果として収支不足を生じたも

のでございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 そうすると、水道企業会計、19年度と大きく変わった給水区域の変更、これを

またもとに戻すということはさすがにできないものだと思いますので、とすると、構造

的に現況のままでは赤字の体質というものができ上がってしまったのかなと。ただ、19

年度の決算資料などを見ても、有収率のほうもまだ71％ぐらいというふうになっている

ので、そこら辺についてはまだまたやはり努力をして、有収率を上げるとかという努力

の中で収益の改善を図るというものも、やはり努力してもらうとは思うんですけども、

やはり構造的にはこの赤字の体質がもうでき上がってしまうということになってしまう

と。今年度の赤字分というものに対しても、今までの利益剰余金、減債積立金や建設改
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良積立金、去年の段階では１億6,000万円ほどあったやつの中から、本年度の赤字分を取

り崩すというか、食うような形の中で計算はされているんですけれども、そうすると、

この赤字体質が続いたときに、利益剰余金、減債積立金、建設改良積立金、これが底を

つくというふうに見込まれるのは、現状のまま、新年度も単年度で赤字になっています

ので、この状況が続いたときに、この積立金が底をつくというのは何年ぐらいになると

見込んでいるんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） お答えいたします。

まず、今年度の見込みの中で、今後もこのような状況が続くのかということでござい

まして、若干の、質問者おっしゃられましたように、有収率、漏水等の改善を目指して

おりますので、有収率が回復すると若干の改善が見られます。また、費用面ですが、薬

品費とか動力費、非常に水源の水質によりましてかなり影響を受けます。事実、19年度

はかなり水質が安定しておりまして、費用が前年よりもかからなかったということがご

ざいました。今年度は逆にかかってしまったと。ただ、私どもが当初見込んだ1,200万円

の減少分を埋めるだけの収益がなかなか見込めないと。費用も思ったよりは減らないと

いう現状を踏まえますと、おっしゃるとおり、21年度予算でも収支不足の編成をさせて

いただきましたが、改善はなかなか難しい状況であります。この20年度の赤の部分も、

これまでの利益剰余金をもって決算の段階では処理いたしますので、繰越欠損とはなり

ませんが、この財源も限りがございます。現状のままで推移いたしますと、25年度で内

部留保資金を使ってしまうという状況にございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 そうすると、現状のままでいったときに、25年度以降に関していうと、赤字に

なってしまうといったときには、一般会計からの繰り入れというものが必要になると思

うのですが、それについてはどうなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） お答えいたします。

赤字の解消方法には、今おっしゃられた一般会計からの補てん、それと、水道事業会

計の独立採算性を踏まえて、収益を増やす、つまり料金を改定させていただく、この二

つの方法がございます。当然、一般会計で負担すべきもの、水道会計で水道事業として

、 、 、 、負担すべきものという割合もございますし ただ 水道事業の場合 病院と違いまして

基準内繰り入れというものがほとんどございません。ですから、基本的には会計の中で

自助努力で採算性を保っていくというのが原則ということからすれば、近い、遠くない

将来、料金の改定をお願いしなければならない現状にあるのではないかと考えてござい

ますが、まだ研究といいますか、もう少し一般会計と企業会計のあり方というものも研
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究しなければならないと考えておりますし、この21年度の決算の状況、これも十分見き

わめる必要があろうかと。というのは、今年度の決算が３月で終わって、５月いっぱい

までに出ると。ですから、１年だけの決算の赤字の状況でということには、まだもう少

々、判断というか、必要かなと。21年度の状況も見きわめる必要があるのかなと考えて

ございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 水道企業会計でいうと、大型な改修というのもたしか当然していかなければな

らないものというのがあるというふうに聞いています。たしか宮園の配水池ですか、そ

ういったもの、大型の改良というのかな、改修ですね。をするという計画も立てなけれ

ばならないといった中で、やはり水道企業会計の安定的な事業運営というものに大変心

配するところではあります。

それで、一般会計のほうに聞くんですけれども、仮に水道事業会計の特別会計のほう

からの一般会計からの繰入金というのが、受水費の減によって約1,000万円ほど減ってい

ますよね、一般会計のほうから簡易水道事業会計のほうに、特別事業会計のほうに繰り

入れたお金というのが。そういったものを考えていったときには、一般会計としても、

やはり何らかの水道事業会計への補てん策というものが見出すことができないのかとい

うことをお聞きしたいんですけれども。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答えを申し上げます。

これは委員ご承知のとおり、本年度決算から健全化法の適用が全面適用されるところ

でございます。何度も繰り返しているとおり、全会計に目を通して執行していかなけれ

ばならないところでございます。したがいまして、それらを視野に入れながら、十分慎

重に検討しながら、すべての会計に目を通し、支援できるものは支援、収入できるもの

、 、 、は収入する その辺の判断を慎重にしてまいりたいと このように考えておりますので

ご理解賜りたいと思います。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 先ほど水道課長のほうから、料金改定のほうも視野に入れるというような形の

中で、22年度以降の検討に入るというようなことを言ったんですけども、やはりそうい

った一般会計のほうからの支援というものも十分に考えた中で、そういう検討というも

のに入っていただきたいと思いますけれども、どうでしょうか。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。
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委員ご承知のとおり、企業会計につきましては独立採算性でございます。単純に赤字

になるからといって税等を投入するということの軽率な判断を担当としてはいたすべき

、 。 、 、ではないと 私はそのように考えております したがいまして 繰り返しになりますが

この会計がどのような状況に今後なるか、それから、施設設備等がどういう状況にある

か、現在、調査等を進めております。その辺のことを総合的に判断した上で、設備投資

が幾らかかり、それに対してどの程度の料金等をいただくことが適切であるのか、その

辺を総合的に判断した上で、繰り返しになりますが、全会計を見渡した中で判断をして

まいりたいと、このように考えておりますので、ご理解賜りたいと思います。

●委員長（竹田委員） 水道課長。

●水道課長（常谷課長） お答えいたします。

私の立場からいたしましても、予算編成段階、今日の補正、決算見込みを踏まえて、

理事者初め財政当局のほうにはるるご相談を申し上げておりますが、基本原則でありま

す独立採算性を堅持しながら、なお一般会計にお願いできることがないのか研究しなが

ら、基本原則を踏まえながら、極力引き続き経営の効率化ということはもちろん努力し

てまいるつもりでございます。そういった中で、料金改定も十分そういった総合的な視

点で検討してまいりたいと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第21号 平成20年度厚岸町病院事業会計補正予算を議題とします。

１ページ、第２条、業務の予定量。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 ここで、入院患者数が、当初は２万7,370人でしたか。それで、今回、恐らく
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これが最終的なものになるんだろうと思うんですが、そこで２万2,265人と、非常に大き

く入院患者数が落ちているんですよね。これは恐らく病院会計に及ぼす影響も非常に大

きいのではないかと。外来よりも、やっぱり入院の数というのは相当大きな影響が来る

んではないかなと思うんです。外来にはいろんなのがありますからね。それで、この理

由について教えていただきたいんです。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） 提案理由のときも簡単に触れたんでございますけども、ご

存じのとおり 平成20年４月から介護療養病床19床が療養病床に変換をいたしました 19、 。

床 実は19年度の段階で17.2人 これは決算でありますけれども 入っておりました 19、 、 、 。

床に17.2人入っていたということであります。療養病床23床のうち、これは19年度の決

算でお話しさせていただきますけれども、15.3人入っておりました。それで42床があっ

た中での病床運営をやってきたわけでございますけども、今年度、介護療養病床を廃止

したということで、療養病床に移ったわけでございますけども、現実的には、この17.2

人の介護の方々をすべて今の療養病床で賄うということはでき得る状況ではございませ

ん。ということは、内容が違います。要するに介護度の高い方々については、前にもお

話しいたしましたけども、逆に療養病床としての区分としては一番低いわけでございま

して、寝たきりの方々についての区分としての介護病床でありまして、そういう意味で

は非常に経営としては難しいわけでございますけども、これが現実的に15.3人と17.2人

の中で、今の状況では25.1人ということで動いております。この１日平均7.4人、これが

実は決算のところでもお話しさせていただいておりますけども、落ちているということ

でありまして、その金額たるや3,150万円ほど三角であります。それが大きく影響してい

るわけでございますけども、一般病床も36.8人から35.4人ですから、1.4人ぐらい落ちて

。 。 、 、 。おります 若干落ちております ですけども 原因としては ここに大きな原因がある

ただ、既に療養病床については、入院調整と言ったら語弊がありますけども、いわゆる

この病床の使い方の理屈がありますので、そういう意味では、既にこれは、42床あるん

、 、 。 、ですけども 32床を動かす基準の中で 今既に20年度から動いてきています ですから

、 。 、今年度のこの数字というのはもう少し上がるかもしれません 来年あたり ですけども

。 、 、 、どんどんどんどん上がっていく状況にはない ですから ことしの状況が 逆に言うと

一般と療養でもう少し頑張れる部分はあるんですけども、いくのかなと。逆に言うと、

今までの病床利用率70％というふうに大体国も言っておりますけども、実は来々年度以

降、10床程度落としたい。そういうことになりますと、60なり六十二、三というのが今

の病院の病床利用率として70％超えていくわけでございますので、そういう運用をもう

既にしてきておりますし、そういう理解の中でこの決算見込みを見ていただきたいなと

思っておりますので、ご理解願いたいと思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 前にも、今回の提案理由説明のときにも、今のようなお話が非常に要約され



- 188 -

てあったと思います。それから、その前に、厚文のほうにもそういうお話を聞いていた

ような気がします。今ほど詳しかったかどうかはわかりません。

それで、まず一つは、介護療養型病床というものが今年度から動かなくなったという

ことですよね。それで、医療療養型をもって何とかかえようということですよね。これ

は何とかだと思うんですよ。そういうことで、相当大きく響いたんだということは事実

としてはわかるんですけども、それは年度当初から見込めなかった話なんですか。介護

療養型病床というのがなくなるのは年度当初にはわからなかったわけではないと思う。

それが予定量ではそういうものを込み入れないでつくっていたのかということになると

いうと、その予算編成には何かわけがあったのかということをお聞きしなければならな

い、それが１点。

、 。 、それからもう一つは 国は70％基準なんていうものを出してきていますよね そして

それから落ちると点数を引くとか何とかの、いわゆるペナルティと称して、病院の経営

に縛りをかけてくるわけですよね。これだってその地域、その地域の実情を考えると、

果たしてそういうことをやっていいのかどうかというのは、我々この地域に住む者の実

感ですよ。でもそんなこと言ってられないわけですよね。ただ、そういう中で、今、ち

らっと答弁の中に、入院の患者数の統制というような言葉が出ているんですけども、い

わゆる空きベッドが目立つ状態のまま来てしまった。そして今度は病床数を減らすこと

でパーセンテージはあわせるということが、この地域の病院の要求される機能という点

からいって、問題はないんでしょうか。各地のこういう地方病院、みんな赤字に苦しん

でいますよ。そんな中で、やっぱりみんな努力してるのは、苦しみながら、これは町立

、 。 、も同じなんだけども 医療難民だけはつくれないという１点だと思うんですよね ただ

現実のそういう国の縛りやいろんなもので、思うようなことができないという苦しみが

。 、あると思います あとは個々的にはそれぞれのいろんな問題を抱えているでしょうけど

共通して言えばそういうことだと思うんです。そういう意味で、今の点をもう少し説明

してください。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） 室﨑委員おっしゃいました入院患者の数値、当初予算の見

方から今ご質問だと思います。当初予算のときにこれはお話しさせていただいたんです

けども、いわゆる病院にかかる費用含めて算出根拠をもちまして費用を積算いたしまし

た。その中で、正直申し上げまして、ことしの当初予算もそうなんですけども、いわゆ

る公立病院に対するいろんな基準がございまして、不採算と言われる部分が当初予算で

特別交付税もしくは地方交付税の本算定の中に入っていくという不確定要素が含んでお

ります。そんな中で、当初予算といたしましては、かかる経費を削って出すというわけ

に我々としては考えておりません。そんな意味で、一般会計の中での負担原則もござい

ますけども、その辺の不確定要素があるがために、当初予算としては入院患者、外来患

者で総体を見させていただいている。そういう中で、我々としては、この後、明日にで

も改革プラン等々のやつを配りたいと思うんですけども、結果として進んでいく道とい

、 。うのは 数字的にはそんなに病床数がどんどんどんどん増えていく時期じゃありません



- 189 -

ですから、そういう見方をさせていただいたということであります。ただ、12月の補正

の段階において減額させていただいております、64人ということで。ですから、これが

我々としては 逆に言うと 12月の段階での数値なんですけど さらにそれが何人か 1,095、 、 、 、

人ですから、逆に言うと64人から１日平均３人ほど減額をさせていただいたという状況

になっておりますけども、それから３名ほど入院としては減少しているという状況にあ

ります。そんな中で、これはいろんな医師を含めての、いわゆるドクターの力という問

題もございますので、波が若干あります。そんな中で、今回の前回の補正との差はそう

いうことでご理解を願いたいなと。当初からすると、そういう見方をさせていただいた

ということであります。

それと、機能の問題です。特に我々含めて、我々、このベッドを落とすということを

考えさせていただいたのは、これは町全体の中での計画がなかったらこんなことはでき

ません。もしこういうことがないとするんであれば、最後までそれは医療療養型であっ

たとしても、介護の方々があったとしても、これは見なければならない状況にあったと

思います。ただ、公的施設としてそういう整備がなされる。それと、我々スタッフも含

めて、医師も含めて、そこをきちんと管理といいますか、いわゆる支援していく状況に

今つくっております。それは医者ばかりではありません。今、作業療法士も入れようと

思っていますし、理学療法士も増やしてまいりました。ですから、それとの一体的な中

でやっていく中での、難民をつくらないということができるがための、これも我々とし

てはいろいろ調整があります。病床数の調整というのは、保健所通じてありますので、

それとの取り合いがありました。行ったり来たりがありました。その中で、我々として

は、そこの部分で、心和園という部分で介護の療養が増えていくという中では、決して

難民が、できるかもしれませんが、できていかないという基本方針を持って進めている

ということをご理解願いたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 まず１点目の、当初の２万7,000何がしというのは、地方交付税の問題や何か

があるので、かかる経費というものを満度に見せておかなきゃならないということだか

ら、この人数は譲れないんだということですね、早く言うと。それから、ベッド数は、

病院だけ見ると減少しているように見えるけれども、同様のものは心和園の中で増床さ

れて、その体制も変わらないんだと。病院の介護療養型病床に入っているときと変わら

ない状況が、施設が変わっただけで、ちゃんとつくれるだけの体制をとるので、問題は

ない。そうすると、心和園にかかる期待は非常に大きいわけですね。ということでよろ

しいですね。

●委員長（竹田委員） 病院事務長。

●病院事務長（斉藤事務長） いわゆる介護病床、療養病床というのは、町全体で考えて

いかなきゃなんないことだというふうに我々認識しております。ですから、そういう意

味で、やっぱり連携不可欠のものというふうに我々考えておりますので、ご理解願いた
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いと思います。

（ はい、結構です」の声あり）「

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

昼食のため、休憩といたします。

午前11時51分休憩

午後１時00分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

業務の予定量で、他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２ページ、第３条、収益的収入及び支出。

７ページをお開き願います。

収益的収入から進めてまいります。

１款病院事業収益、１項医業収益、１目入院収益。

２目外来収益。

３目その他医業収益。

ございませんか。

２項医業外収益、１目受取利息及び配当金。

２目患者外給食収益。

３目その他医業外収益。

４目他会計補助金。

６目道補助金。

ございませんか。

８ページ。

収益的支出に入ります。

１款病院事業費用、１項医業費用、１目給与費。

２目材料費。

３目経費。

４目減価償却費。

５目資産減耗費。

６目研究研修費。

ございませんか。

２項医業外費用、１目支払利息及び企業債取扱諸費。

３目雑損益。



- 191 -

４目消費税及び地方消費税。

２ページにお戻り願います。

第４条資本的収入及び支出。

９ページをお開き願います。

資本的収入。

１款資本的収入、１項補助金、１目他会計補助金。

３目その他補助金。

２項寄附金、１目寄附金。

ございませんか。

資本的支出に入ります。

１款資本的支出、１項建設改良費、１目固定資産購入費。

２目建設工事費。

ございませんか。

次に、３ページにお戻り願います。

第５条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費。

第６条、他会計からの補助金。

ございませんか。

総体的にありませんか。

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

次に、議案第34号 平成20年度厚岸町一般会計補正予算を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正、５ページ、事項別明細書をお開き願います。

６ページ。

歳入から進めます。

11款１項１目地方交付税。

15款国庫支出金。

10番谷口委員。

●谷口委員 済みません、11款でお願いします。

●委員長（竹田委員） はい。

●谷口委員 今回の特別交付税の内訳、ちょっと教えてください。
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●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

。 。地方交付税の1,185万円の増額についてでございます これは特別交付税でございます

当初予算におきまして２億6,660万円の計上で、３月補正におきまして2,000万円を増額

し、なおかつ今回1,185万円を増額したことによりまして、２億3,851万円ということに

なるところでございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 特別交付税の目的、それを聞きたかったんです。済みません。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） 大変質問の内容を取り違えまして失礼いたしました。

特別交付税につきましては、地方交付税の６％分につきまして交付されるものでござ

いまして、地方交付税のうちの普通交付税はそれぞれ地方公共団体における必要な需要

額、必要な財源、例えば道路の維持補修ですとか、そういう測定単位、いわゆるそうい

うものに対して定量的に計測できるもの以外のもの 例えば厚岸町で申し上げますと 20、 、

年ぐらい前になりますか、流氷が来てコンブ被害があったと。それでコンブの量が少な

くなって、交付税には算定されない、要するに財源不足が生じるといった場合の特殊的

な財政需要に対して交付される分でございまして、繰り返しになりますが、100％のうち

の６％分がそれに当てられるという性質のものでございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

、 、 。●谷口委員 その性質はわかりましたから 今回 どうして特別交付税でそれを見たのか

何もなくては、今、例えをおっしゃっているわけでしょう。そうしたら、今回だって例

えがなければ困ると思うんです。それは何なのかということを聞きたかった。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

特別交付税につきましては、委員ご存じのとおり、一般財源でございます。算定に当

たりましては、ルール分等がございますが、一般財源には変わりないところでございま

す。したがいまして、特別交付税分の1,185万円がどの分だからといってその分を今回計

上したということでなくて、あくまでも一般財源として、地方交付税のうちの普通交付

税を全額計上した後の残りの特別交付税を今回計上したというところでございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。
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他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、15款国庫支出金、２項国庫補助金、１目総務費国庫補

助金。

10番谷口委員。

●谷口委員 今回、総務管理費補助金については、地域活性化生活対策臨時交付金、それ

と、定額給付金の部分が見られているということですよね。定額給付金については、今

まで十分説明を受けておりますからわかるんですけれども、今回は、地域活性化生活対

策臨時交付金については、国のほうでの算定見込額そのままに、今回は予算措置されて

いますよね。

それで、今回、資料もお願いしたんですけど、こういう状況にありますから、国のほ

うでさまざまな対策を去年から今年にかけて、１次補正、２次補正ということで対策を

とってきていますよね。それで、資料に地域活性化緊急安心実現総合対策交付金、それ

から、地域活性化生活対策臨時交付金だとか、ふるさと雇用再生特別交付金、あと、緊

急雇用創出事業交付金というふうに、事業メニューはたくさん政府のほうでは対策をと

っているわけですよね。そのほかにも、年末年始等における離職者等の緊急雇用居住安

定確保対策ということで手を打っていて、一般質問にもありましたけれども、厚岸町が

結果的に年末年始、この３月までの間に緊急の雇用対策等について一つもと言っていい

んでしょうね、私の見るところでは、手立てをとってきていないということで、これだ

け今、いろんな問題になっている中で、これらの事業を今回ようやく厚岸町の追加補正

で予算化をするということになった主な原因は何なんでしょうか。厚岸町は豊かなまち

で、そういうことをする必要がないと。厚岸町の町民はみんな十分税金も納めていて、

滞納もないと。財政も非常に安定しているということで、そういう対策を一つも考えて

こられなかったのかどうなのか、その辺ではどういうふうに考えているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

このたび、追加補正という形の中で、それぞれの事業、上げさせていただいておりま

す。それは質問者おっしゃるとおり、今回の部分につきましては、国の第２次補正予算

に計上されました地域活性化生活対策臨時交付金、これに該当する事業ということで上

げさせていただきました。これにつきまして、この追加補正で上げさせていただいたと

いう部分につきましては、実は定額給付金の給付自体、いわゆる事業費の部分と同様な

んですけれども、これはご案内のように、国が予算可決はしておりましたけれども、財

源に対応する関連法案、こちらの審議が継続されておりまして、まだ可決といいましょ

うか、決定がされていなかったというような事情がございます。交付申請等につきまし

ても、それを待ってという形でございましたので、厚岸町におきましては、その法案の
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可決を待って、それをもってこの予算として計上をさせていただいたという内容のもの

でございます。

それから、年末年始にかかわる部分につきましては、一般質問の中でもお答えしてお

りますけれども、年末の時期にこういう特交措置の国の事業があるというような情報を

得まして、私ども、それに見合う事業をできないかということで、るる調整、検討もさ

せていただきましたけれども、冬期間という中におきまして、その事業を創出するとい

う形ができなかった。結局見送らざるを得なかったという事情がございます。それはな

ぜかといいますと、一つの例で、近隣では林業対策というような形でも進めておりまし

たけれども、厚岸町におきましては、既に施行すべきエリアがありまして、それらにつ

いては年次計画を持って行ってきている。そちらのほうで今事業をしてしまうと、全体

的な以降の事業計画、こういったような部分の実施に影響が出てくる、こういうような

事情等もありまして、見送らさせていただいたという事情がございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 歳出のほうに入るわけにもいきませんので、歳入中心にまずお話を伺いたい

、 、 、 。 、んですけれども 結果的に国のほうは対策を次 次 次と打ったわけですよね それで

今、課長がおっしゃいましたように、関連法案が通ったのは３月の４日だということで

ありますよね。だから、厚岸は追加補正でやらざるを得なかったんだというのが、この

間からずっと続いている話だと思うんです。それで、私は、暮れの12月の定例会で、国

は１次補正はもう手を打ってあったんですよね。それで、１次補正で地域活性化緊急安

心実現総合対策交付金という事業はもうやられているんですよ。それはもうはるか早く

に、昨年はいろんな点で、燃油等の高騰だとか、あるいは食糧が急に不足するとか、い

ろんな問題がありましたよね。そういうことがあって、政府のほうで対策を１次補正で

手を打ってあった。そのときに、厚岸町は12月の補正あたりに何か出てくるのかなと思

ったら、これには一切ないわけですよ。それで、私が確かめたら、今回の補正にはあり

ませんという答弁をされているんです、12月議会で。ですから、そのほかに年末年始の

問題もありますよね。入るほうがあるにもかかわらず、町がそれにきちんと対応しない

。 、 、というのはどういうことなのか それから 仕事がないというような話してますけれど

それじゃ、我々、邪魔しているんですか、町内の業者。音喜多議員先頭にして、我々、

林業活性化事業何だか議員連盟ってあるんですけど、毎年山に行って枝払いやっている

んですよ。厚岸町が順序正しく仕事をやってきて、それをやると既存の業者、あるいは

それに携わる人たちの仕事がなくなってしまう。だから今回はそういうことを考えなか

ったんだというお話なんですけど、仕事がないんであれば、私は無理ですよと。仕事を

進めることが、何か悪いように聞こえるんですよね。そんなに厚岸の町有林は年次ごと

にきれいに遅滞なく整備が進んでいるんですか。我々、もうそうしたら枝払いに行くと

いうことは邪魔をしに行くということになっちゃうんですか。そういうことになります

よ。そのほかにどういう仕事あるのか、私にはちょっと見当がつきませんけど、やはり

、 。雇用を少しでも創出しようと そういう考え方に立っていくべきではないんでしょうか

今回だって税金の減額補正までしなきゃなんない、そういう状況にあるわけでしょう。
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そして、無線で、相談に来てくださいと。もし納めないと何かありますよと。だから早

目に相談してくださいと。そういう人を減らしていくのが行政の仕事ではないのかなと

私は思うんですが、いかがですか。

●委員長（竹田委員） 税財政課長。

●税財政課長（佐藤課長） お答え申し上げます。

昨日もご説明させていただきましたが、地域活性化緊急安心実現総合対策交付金につ

きましては、委員おっしゃっているとおり、昨年のうちに第１次補正で通過してござい

ます。その内容につきましては、１、生活、雇用支援対策、２、医療、年金、介護強化

対策、３、子育て、教育支援対策、４、低炭素社会実現対策、５、住まい、防災・殺菌

対策、６、強い農林水産業創出対策、７、中小企業等活力向上対策、これらの項目から

、 、それぞれの地方公共団体がこれらに該当する事業について交付申請を行い それに適否

採否を総務省のほうで決定をし 知事から通知が来たのが昨年の12月24日 2,875万2,000、 、

円でございます。それで、昨日も説明させていただきましたが、この緊急安心実現総合

対策につきましては、病院のメニューで申し上げますと、２番目の医療、年金、介護強

化対策というメニューについて、12月補正におきまして6,335万1,000円を病院会計に負

担金として支出をしてございます。今回の３月補正におきまして、収入の部分について

2,875万2,000円を計上させていただいた旨、説明させていただきました。結果として、

その差額分、4,556万1,000円につきましては、当町の一般財源ということになるという

ことも昨日説明させていただきましたので、ご理解賜りたいと存じます。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（小島課長） 私からは、緊急雇用の一つの事例として、町有林の枝打ち

が可能だったのではないかという趣旨のご質問にお答えしたいと思います。

まず、林活議連の皆様が毎年ボランティアで枝打ちをしていただいている箇所につき

ましては、これは町有林ではございません。厚岸町緑水会の皆様が植栽した箇所につい

、 、て 従来よりこの組織が首都圏で組織されております大地の会というところと共同して

毎年枝打ちをボランティアで行っている箇所であります。林活議連の皆様から何かお手

伝いしたいという趣旨の申し出がありまして、私どものほうがその仲立ちをいたしまし

て、厚岸町緑水会にその場所を提供していただいて、枝打ちを皆様にしていただいてい

、 。るという箇所でございまして 町有林ではないということをご理解願いたいと思います

それから、町有林で枝打ちがこの事業を通してできなかったのかということでござい

ますが、緊急雇用のこの事業の趣旨といたしましては、新たな雇用をして……。

失礼いたしました。年末年始にかけて新たな雇用を創出するという意味で、枝打ちが

、 、町有林で対象にしてできなかったのかという趣旨でございますが これにつきましては

21年度予算にも枝打ちを予定してございます。それから、３カ年の計画では、23年度に

枝打ちの予定がございますが、山の施業については植栽してから何年たってからどの施

業をするというのが大体決まっておりまして、その植栽した木の成長度合いを見ながら
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計画を立てるわけでございますが、今回やるといたしましたら、21年度に予定している

ものを前倒しできなかったのかということになろうとは思いますが、公共の補助金を利

、 、用して 補助金をいただいて施業する予定をしていただいている箇所ではございますが

年末年始となると、多分単費という扱いでやることにはなると思います。その施業を林

業従事者の方々にやっていただくという状況にあったのかといいますと、私が聞き取っ

た中では、それぞれ従事をしている方は仕事についていたと。主に厚岸湖周辺の道有林

の仕事、それから、尾幌地区あたりでの民有林の仕事にそれぞれついているという状況

でございまして、先月ですけど、２月現在においても、その施業は続いていたというふ

うに聞いておりますので、林業従事者に限っては、そういった仕事を欲していたという

状況にはなかったというふうに承知しているところでございます。それ以外の方々にそ

ういう仕事を提供することは検討しなかったのかということにつきましては、総体的な

ことでございますので、また後ほど別にお答えするということになろうかと思います。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後１時28分休憩

午後１時29分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 森林の関係につきましては、今お話ししたような状

況、背景があるということでございますし、また、そのほかの事業という形になります

と、どうしても冬期間という部分の中で、例えばいろいろな維持補修等々につきまして

も、非常に難しいというような事情がございまして、現実的な作業を進めるという部分

での難しさというようなものがありまして、厚岸町のほうにおきましては、その作業を

見出せなかったというのが現実でございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 私が指摘したいのは、ああだこうだの理由はどうでもいいんですよ、はっき

り言ったら。やっぱりこういう厳しい時期に、町民の方々が少しでも安心して、冬をど

う越していくのか、正月をどう迎えるのか、そういうことに厚岸町が心砕いたのかどう

か、それが問題なんですよ。標茶の枝打ちは専門家でない人もやってるんですよ。ある

意味、そっちのほうが大事なんですよ。仕事ある人から仕事とるわけにいかないでしょ

う。別な仕事あるのに、おまえ、枝打ちへ行けということにはならないんですよ。だか

ら、なれない仕事でも、それでも頑張ってやるという人には、やっぱり仕事を提供して

いくのが、こういうときの行政の仕事ではないのかなと私は思うんですよ。そこで事業

をしたところとしないところがものすごい差がついちゃうわけですよ。道路をつくった
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り、建物を建てたり、そういうことだけが仕事ではないと思うんですよ。前から言って

るけれど、季節労働者だって、今、公共事業が減って、業者も大変ですけれども、それ

以上にそこで働いている人が仕事量がどんどん減っているんですよ。ですから、最近は

人がもののように扱われる、そういう状態になっている、そういうときに、行政がしっ

かり手を差し伸べて支えていくということが大事だったんではないのかなというふうに

思うんですよ。そういうことで、今、あれこれあれこれ言っていますけど、本当に仕事

をつくり出して提供していこうかという考えは、今聞いていて全然感じないんですけど

も、いかがなもんなんでしょうか。政府はそしたら何やったんですか。

それから、３月４日まで関連法案は通らなかったんですよ。これはだれだってみんな

認めるところ。だけれども、そこまでに通ったらすぐ対策を打てるような手立てをとっ

たのかということなんですよ。そういうことも十分考えてやりなさいというのが指導だ

ったんじゃないですか。それまで一切だめだと。あの麻生総理だって、素早い対策をと

りなさいと言っているんですよ。そういうことをやっぱりきちんと対策をとるのが行政

の役目ではないのかなと私は思うんですが、どうなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げます。

年末年始にかかわる部分につきましては、私どものほうとしても、どういった事業が

できるのか、可能性があるのかというような部分、押し迫った時期ではございましたけ

れども、そういった形で関係課とも情報を出しながら検討を加えたということでござい

ます。その点、ご理解をいただきたいと思います。

なお、２次補正にかかわる生活対策臨時交付金の関係でございますけれども、今回、

補正予算という形で提出をさせていただいております。これは資料にもお配りいたして

おります。ちょっとごらんになっていただきたいと思いますけれども、６ページから生

活対策臨時交付金という形の中で、これは国の２次補正にかかわる交付金事業というこ

とで出されてございます。これの交付決定等につきましては、申請関係等々につきまし

ては、この関連法案の決定、これが実際の交付には条件になるということはご理解いた

だいているとおりかと思います。

それで、こういった部分に該当する事業は、一体厚岸町ではどういったことができる

のかということは、当然、事前から検討を加えまして、事業選定を行ってございます。

資料の中の12ページ以降でございます。これは今回の補正予算という形の中で上げさせ

ていただいておりますけれども、これらは、先の交付金を国が交付する上での交付対象

となる事業という部分がございます。これは国が示しております地方再生戦略、あるい

は生活対策というようなもろもろの施策を打ち出しているわけでございますけれども、

それに沿ったような形での地方自治体での交付事業であれば、これに該当させるという

ことで、項目立てがずっとあるわけでございますけれども、それの中から選定をいたし

まして、しからば厚岸町ではどういった事業を選定していかなければならないのかとい

うことで、それぞれ各課からこれに沿ったような事業はどういうものがあるかというこ

とでとりまとめをいたしました。その交付限度額、定められているものですから、その
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交付限度額の中におさまる事業、いわゆるそこに当てはまる事業ということで選択をさ

せていただきました。この選択に当たりましては、特に産業支援の部分のために町とし

て必要となる部分、それから、もろもろの公共事業ございます。町としてのやらなけれ

ばならない事業というものはあります。そういった中から、できるだけ地元の雇用につ

ながる事業を選択したいという考えのもとに、事業選択を行ったところでございます。

個々の事業につきましては記載のとおりでございます。

さきに１番音喜多議員の一般質問の際にお配りいたしました資料の中にもお配りいた

しておりますけれども、そこに、厚岸町の地域経済に直接的な影響を及ぼすもののチェ

ック、それから、間接的、それをやることによって一部厚岸町のほうの経済的な部分に

、流れてくる部分というようなチェックを入れましてお示しもいたしておりますけれども

こういった事業を選択する。その一つには、今、繰り返しになりますけども、地元への

経済的な影響、つまりは雇用につながるもの、しかも、なおかつその事業ができるだけ

早い時期、年度の早い時期に着手できるような事業選択というようなことを考えながら

事業選択を行わせていただいたということです。

この事業の実施につきましては、ご案内のように、この関連法案が通って、国が交付

決定、交付申請、こういったものができなければ、現実的には進みません。そういった

形の中で、実際にこの事業を進めるという形になりますと、時期的なもの、こういった

、 、 。ようなことから考えると 年度明けにならざるを得ない 実際の事業実施を考えた場合

そういう形の中では、繰越明許費によります20年度事業ではございますけれども、そう

いった形の中で、やはり雪解けを待ってこの作業をしなければならない、こういう事情

もありますけれども、そういったことを念頭に置きながらこの事業選択をさせていただ

いた。結果、今回の定例会において補正予算の形で事業を出させていただいたというこ

とでございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 大体町の考え方と取り組みについてはわかりました。

それと、緊急雇用創出事業ってありますよね。これは厚岸町はどういうふうになるん

ですか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

この緊急雇用創出事業交付金の概要につきましては、参考資料としてお配りいたして

おります17ページでございます。これも国の雇用施策の中の一環といたしまして出され

た制度でございますけれども、この内容といいますのは、交付金が都道府県に交付され

ます。都道府県では、基金をつくりまして、その基金を取り崩しながら、23年まで、３

年間にわたってこれを雇用対策に当てていくという考え方でございます。都道府県みず

から行う雇用対策、それから、市町村が行う雇用対策ということでございまして、これ

に当てる事業というのは、この17ページの３、基金により実施する事業ということで、
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以下の事業を基金により実施するということ、これは都道府県にかかっているわけです

、 。けれども これが市町村でやる場合にこの考え方が準用されるということに相なります

それで、地域内のニーズがある事業という下なんですが、離職した非正規労働者、中高

年者のための短期的、６カ月未満、これが原則です、基本になります。６カ月未満のも

のであって、次の雇用の就業のつなぎ役といいましょうか、一時的な、臨時的な雇用で

すよという考え方でございますけれども、その一番下にありますとおり、右端に書いて

おりますが、既存事業の振り替え事業はだめですよと。要するに、従来やっている事業

にそれを当てるというのはだめですよと。新しく創出した事業にこの交付金を当てる、

つまりはプラスする、プラスアルファの事業に行うんですというものが条件になってお

りまして、18ページのほうの一番下の行でございますけれども、これをやっていくため

の要件としましては、人件費割合がその事業の７割以上、かつ、新規雇用の失業者割合

が75％、４分の３でございますけれども、それ以上が新規雇用するんです、こういう条

件の中で、直接事業、もしくは民間業者等への委託事業、どちらかを選択しましょうと

いうような事業でございます。

それで、次のページ、ごらんになっていただきたいと思います。19ページでございま

。 、 、 、す 厚岸町につきまして この基金によります配分額という 配当額といいましょうか

。 、 、配分額ですね 道の基金に積まれたものを 道内市町村への配分限度額という形の中で

北海道から示されてございます それが 厚岸町の部分 網がけしておりますけれども 959。 、 、 、

万5,000円、これが現在示されております額、３年間での総額でございます。そのうちの

おおむね60％程度、60％を21年度の事業に配分する、それ以内ということですね。そう

いうような形の中で示されてございます。

この緊急雇用につきましても、私ども、これに該当する事業というようなことで、い

ろいろ集めました。集めた中で、やはり緊急的に年度の初めからできるだけ早い時期に

多くの人間がだれでもできるような仕事というような選択をした結果、次に20ページと

してついておりますけれども、これまでなかなか手をかけることができなかった道路、

河川等々の清掃であるとか、管理であるとか、こういったような部分の作業を当てよう

ということで、これは計画段階でございますけれども、４人を５カ月間、これは直接雇

用でいきたいという事業を選択いたしまして、これを取り組むべく、今計画をしている

という状況でございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 大体わかりました。

結果的に、緊急雇用のほうは新年度予算に入っちゃってるのかな。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） これは新年度予算の中に計上をさせていただいてい

るところでございます。
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（ わかりました」の声あり）「

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２目民生費国庫補助金。

22款１項１項町債、４目農林水産業債。

以上で、歳入を終わります。

８ページ、歳出から始めます。

２款総務費、１項総務管理費、４目情報化推進費。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 ホームページシステム導入委託料1,000万円ですね、これの中身をちょっと説

明していただきたいんですが。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

現在のホームページシステムにつきましては、平成16年10月から賃貸借という形で対

応させていただいております。これの契約期間が21年９月30日で切れるというような状

況にございまして、これの入れ替えが目の前に迫っているということで、今回、事業メ

ニューというようなことで、選定する過程の中で、この入れ替えの作業を前倒しをさせ

ていただいて、この３月追加補正が準備をさせていただきたいというような内容でござ

います。５年前にこのホームページ、作成しておりますので、時代にそぐわない点が出

てきておりますので、なおかつまた、利用しづらいと。展開していく過程が利用しづら

いというようなご意見もあるように聞いております。そのようなことに対応して、リニ

ューアルをし、使い勝手をよくしていこうというような趣旨でございます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 趣旨はいいんですけど、趣旨はよくわかりましたけど、内容というのはどう

いうことなんですか。この1,000万円という費用の内容。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答えを申し上げます。

更新経費の内訳のお尋ねかと思います。この部分につきましては、Ｗｅｂサーバーの

買い取り、それから、計画、それから、計画段階でのいろいろな情報のやりとり、それ
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から、検索把握できる機能を付加するというような作業、あるいは、町の年間スケジュ

ール、観光の目線に立ってカレンダー表示ができないかというようなことの情報のプラ

ス、それから、情報更新機能を持たせたいというようなこと、それから、文字の大きさ

、 、 、を少し自由に変換させるような機能も持たせたい それから 携帯電話での問い合わせ

アクセスが可能になるようなホームページの機能を持たせたい、さらには、メールマガ

ジン機能、こういうのも備えていくようにしたい、それから、画像アルバムの閲覧機能

についても付加するような考え方をとりたい、それから、外国語対応、言語の切りかえ

機能についても付加すると。それから、問い合わせ状況の管理、ステータス管理機能と

いうふうに言っておりますが、これらも付加するというような内容で、それぞれ金額を

見積もりました結果、消費税込みで約1,000万円の金額に相なったというような状況でご

ざいます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 どの程度比較対象になるかは、全く私、素人だからわかんないんですが、現

在、町の中でホームページをほかに持っているのは情報館と水鳥観察館と海事記念館ぐ

らいかな、大体そのぐらいですかね。それぞれのところでホームページを導入するとき

にどの程度の経費をかけていますか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後１時54分休憩

午後２時01分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 ほかのところのホームページ導入の際にどれだけかかったかがすぐ出ないと

いうこと自身が大変おかしいんですよね。今、ホームページ、いわば新規巻き直しで新

しくつくっていくわけでしょう、今の話を聞いたら。そうしたときに、せめて同じ町の

中でホームページをつくっているものが、どの程度の内容で、どの程度の経費がかかっ

たかということすら参考にしていないということですね。それがどの程度参考になるか

は、それは私はわかりませんよ。

それから、ものすごい高次機能をたくさんつけているようです。ですから、いろいろ

と経費がかかるんだろうと思うんですけれども、他のものの比較は不可能だということ

になるのであれば、それはそれで仕方はありません。今、教育長、お帰りになったけれ

ども、そっちのほうはわかったんですか、何か。もしわかったなら答えてください。

●委員長（竹田委員） 教育長。
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●教育長（富澤教育長） 今回、情報館については更新をかけておりまして、サーバーの

費用と、今回新たに、今までの情報館のホームページについては、サーバー自体は情報

館のサーバーを使っていますけども、ホームページについては直営でつくっていました

んで、金額的には直接はかかっていないんですけども、今回、新たに図書館システムの

検索その他の機能をホームページに乗せましたので、その分は経費かかっておりますの

で、その内訳について、今、担当部署に問い合わせをかけているところですけども、も

うちょっと時間かかります。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 ホームページというのは、ぱっと開いてぽんとやると出るのかと思ったら、

ホームページの経費については随分時間がかかるんですね。

、 、 、 、それで 私が言うのは 高いの安いの言ってみたところで 私は全くの素人ですから

何もわからないんだけれども、できるだけ必要最小限のといいますか、スリムにして、

こういうものについては必要な情報がぽんととれればいいわけで、それ以上のいわばお

遊びは要らないというような感覚に立って、ぎりぎりスリムなものをつくるというのが

基本できないかと思うんです。今聞いていると、メールマガジンまでつけるというよう

なことで、非常に多機能、高次機能とでも言いますか、そういう容量の大きい、しかも

複雑なもの、複雑なものと、何か指向しているしているような気がしてしようがないん

、 、ですけれども これでもって今走るというんであるならばどうにもなりませんけれども

それと、周りのいろいろなものとの比較もしていないというふうに思われるんですけれ

ども、まさか業者の言いなりになってつくっているわけではないでしょうね。この点に

ついてきちんとお答えいただきたい。どの程度の、こういうものをつくるに当たって、

これがどうしても必要だという検証をしているのか、その点についてお答えいただきた

い。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） 今回、入れ替えしようとする部分につきましては、既存システ

ムすべては活用しないと。そっくり全くリニューアルといいますか、新たな形で対応さ

せていただく。その中で、これまでは一方的にこちらから送りっぱなしというような状

況だったんですが、そういうような状況ではなくて、こちらからさまざまアクセスでき

るような、確認できるような、そういうような対応をしたいというようなことで検討を

させていただき、積算をいたしました結果、こういうような状況に相なっているという

ことでございますので、ご理解賜りたいというふうに存じます。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） ただいま現場のほうから情報入りましたので、お知らせいたし
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ます。

今回の情報館のシステム更新に当たりまして、ホームページ関連のソフトのシステム

については、概算ですけども、112万円、ハードについては、更改用サーバー92万円とい

うことで、合わせて204万円。海事記念館については直営で行っておりますし、そのハー

ドも情報館のサーバー内で解析しているだけですので、経費的にはソフト代が１万3,000

円ということでございます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 そうすると、決算からいうと、ハードのほうを抜くと、海事記念館は112万円

という話ですから、ごめんなさい、情報館ね。112万円という話ですから、約10倍のソフ

トで機能を持ったものを本庁舎のほうではつくると、そういうことに単純に見るとなり

ますよね。そういうものなんですか。

それからもう一つ、今、どこがこっちに対して交信してきたかというのが全部わかる

ようにするんだということになるというと、これから役場のホームページを見るという

ことは、こっちも見られていると、そういう状態のものを入れると、こういうことです

ね。これ、よく何とかのバックドアとかといって、いろいろとあるんですよ。こっちの

ほうが黙って向こうを見ていると思ったら、向こうもこっちを見ていたというのがある

わけですけども、そういう機能のついたホームページであると。あ、室﨑、おれんとこ

の見てんだなって、役場のほうでもわかっていると、こういうことになるわけですね。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後２時07分休憩

午後２時11分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

総務課長。

●総務課長（豊原課長） お答えします。

お時間をいただきまして大変申しわけございません。

まず１点目、情報館と比較して約10倍というような比較の関係でございます。私ども

が考えております部分につきましては、役場すべての課でやりとりをしていくというよ

うな内容で、システム全体の保守経費等々を考えているところでございまして、失礼し

ました、システム全体の管理ということでございまして、情報館につきましては１カ所

で対応というようなことでの、ここに違いがございます。内部でいろいろ、例えば町民

からメールが入る、これに対して窓口である私ども総務課のほうで回答するべきもの以

外のものについて、原課でＷｅｂにのせる、ホームページにのせるということになるわ

けですが、その作業の進捗状況についても総務課のほうでチェックができるような体制
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をつくりたい。相手のほうをこちらで確認するというような説明を先ほどいたしました

けれども、相手の方を特定するというような機能ではなくて、内部でそういうきちんと

した対応ができているかどうなのか、そういうのを確認するというようなことで、そう

いう機能を持たせたいというような内容でございます。そういう点で、経費的に値が張

るというような状況になっているところでございます。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 今までのだってその程度の機能あったんじゃないですか。庁舎内のＬＡＮの

機能持っているわけでしょう。そんなものあったんじゃないですか。そういう機能が入

るものをつくった途端に、そんなめちゃくちゃな値段にぽーんと跳ね上がるんですか。

これ、どうにも担当者自身、余り理解してないんじゃないだろうか、今の話聞いている

と。てきぱきとした答弁がないですよ。結局、業者に丸投げしているんじゃないんです

。 、 、 、 、か こんなものもいいですよ あ そんじゃそれもつけてくれ こんなものありますよ

、 、あ 頼みますよというようなことでやっているようなふうに受けとられかねないですよ

そんな答弁してたら。余り時間かけたくないんだけど、聞けば聞くほどわかんなくなっ

てくるんですね、こっちのほうが。私自身も素人ですから、雲をつかむような話なんで

す。もしかしたらこの程度のものは1,000万円もするかもしれないなと思ったんですよ。

、 、 。 、だから 念のため そうやってほかのホームページも聞いてみたんですよ そうしたら

到底比較ができないような話しか出てこないんですよ。どういう検証をしているんです

か。

それから、機能といってざーっと読み上げられた。私のほうでメモとるの間に合わな

いぐらいだから、全部はついていないかもしらんが、要するに今まであったものは使わ

ないで、全部一からつくり直すという話でしょう。そのこと自身がどうなのかなと。そ

うでなきゃできないのかどうかというのは、まず疑問があります。積み上げるというよ

うな形ではできなかったのかなということですね。

それから、見ていくというと、本当に大企業がつけているような、と巷間聞くものま

で入っていますね。そういうものまで全部なぜ必要なのかという検証していますか。ど

うも今のですと釈然としないんですよね。きちんとしたものをつくっているんだけど、

説明の仕方が下手で、説得というか、うまく理解してもらえないんだというのであるな

らば、上手に説明してください。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後２時16分休憩

午後２時17分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

広報情報係長。
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●広報情報係長（田崎係長） お答えいたします。

まず、今回のホームページシステムの更新についてなんですけれども、改めて説明を

させていただきます。

現在、厚岸町のホームページというのは、行政情報システムネットワーク、すなわち

庁舎内にあります各職員の端末においてホームページの更新作業を行っております。で

すから、庁舎内に設置してあります端末すべてからホームページを更新することができ

る仕組みになっております。しかし、それでは、外部との接続というものがありますの

で、庁舎内にまずは一つサーバーを置きまして、そこで仮想的なホームページを立ち上

げております。そして、そこから外部に公開するためには手作業で実は職員がデータの

移動を行いまして、外部の回線、一般回線ですね、こちらのほうとつながって、ホーム

ページが見られるというような仕組みになっております。実はこのシステム、既に４年

以上経過いたしまして、平成21年度で現在のリース期間が満了するというようになって

おります。現在、思うようにこのシステム上での更新ができない状況、すなわち、もう

４年も経過しておりますので、現在の一般の方々が見られるようなシステムというか、

ホームページの画面をつくることができない状況になっております。なおかつ、サーバ

ーが４年経過しておりますので、かなりの頻度で止まってしまうというようなハードウ

ェア的な障害も発生してきております。

そこで、今回のシステム構築という話なんですけれども、仕組みといたしましては、

今申し上げたとおり、職員が、各課がそれぞれホームページのデータを更新するという

ことをまず前提にしております。ですけれども、庁舎内に２台もサーバーを置いたり、

またはそのデータ移行の管理を我々職員がやるということは、かなりな労力、それと経

費が発生してきます。ということで、今回は各課に設置してありますインターネットの

端末から、外部に設置してあります私どものレンタルサーバー的なホームページのサー

、 。バーになるんですけれども そこに各課がそれぞれアクセスをしてデータ更新を行うと

ただし、課が勝手にデータ更新をしてしまってホームページを公開するわけにいきませ

んので、それら各課が更新した内容については、すべて情報管理であります総務課のほ

うに連絡が入ってくる。そして、総務課のほうで、これは公開しても問題ないぞという

ような判断を出した段階で、初めて一般の方々に公開されるというようなまず仕組みに

なっております。ですから、ホームページの画面をつくるのではなく、仕組みそのもの

が変わってくるということになりますので、例えば情報館のほうで100万円、200万円程

度のお金でできているものが、役場においては1,000万円程度の金がかかるというような

ことになります。

また、データの更新につきましても、今まではそれなりのホームページをつくる知識

というんですけれども、こういうものがなければできなかったものが、現在はひな型、

こちらを複数用意いたしまして、各課それぞれ異なったページづくりが可能になってく

るというようなことで、担当職員がすんなりと今まで以上にデータ更新作業を行うこと

ができるというような仕組みを用いております。

、 、先ほど担当課長のほうからさまざまないろいろな仕組みを言いましたけれども 今回

このホームページ、まだ業者はもちろん決めておりません。この仕様をつくるに当たっ
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ては、現在、５社ほどからシステム提案の話を受けております。それと、他町村に対す

る視察も行っております。状況も確認した結果、今現在求められるホームページという

のは何なのか、こちらはユーザーを仮想設定いたしまして、例えば厚岸町に転入してき

た人、子供が生まれたばかりの主婦の方々、こういうような方々の視点に立ってホーム

ページを、必要な情報を検索する仕組み、こういうものがどういうものが必要なのか。

また、観光客が厚岸町に来る際に、ホームページを見た際に、これは間違いなく厚岸町

に住んでいる人とは視点が違いますので、そこら付近の見方も考えながら、機能を考え

た結果、先ほど列挙したような、ちょっと複雑な機能までが含まれているというように

なっております。ただし、こちらにつきましても、まだ現在、内部を詰めている最中で

あります。ですから、必要である、必要でない機能というのが変わる可能性はあるかも

しれませんけれども、現在のところ今のインターネットの状況、見ている方の状況、そ

して厚岸町に住んでいて必要とされる方の状況、外部から厚岸町に訪れる方、こういう

ものをすべて想定して、だれもが必要な情報を得られる、すなわちユーザビリティとい

うんですけれども、そちらの考え方を重視して、また、障害者や高齢者の方々も見やす

いように、すなわち色や文字の大きさを自由に変えられる、これはアクセサビリティと

いうんですけれども、こちらの考え方をすべて取り入れて、今まではにない、町のよう

は玄関となるホームページ、こちらのほうを構築していきたいというふうに考えており

ます。ですから、このような経費にもなっておりますし、仕組みが根本的に違うという

ことをご理解いただきたいというふうに思います。

以上です。

●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 大体のところ、よくわかりました。こちらの理解度が少ないから、おっしゃ

ったことの半分ぐらいしか理解できないんですが、それでも何とかビリティというのを

よく考えているということだけはよくわかりました。

それで、問題は、あれば便利だということでやっていくと、どんどんどんどん膨らむ

んですよね、こういうものは。だから、これからまだまだ検証する部分があるかという

ようなお話でしたので、あれば便利なんだけども、経費の関係からいって、そこまで要

るのかどうかというところは、相当厳密に機能を検証してもらいたいわけです。ものす

ごくたくさんつけて、ものすごい大きなホームページをつくっているまちもあることは

あります。ただ、非常にスリムでシャープで、しかし必要な情報についてはぽんぽんと

出てくる、もしろ軽く動く、そういうホームページをつくっているところもありますの

で、本当に今のこの時代ですから、機能というのはめちゃくちゃたくさんあると思いま

す。その中で、あれも便利で、これも便利だと言っていると雪だるま式になってくるの

、 。 、 、で その点だけはどうかよろしくお願いしたい そして いわゆる今よく言うでしょう

小さくてもきらりと光るまちって。ホームページもそうであってほしいなと、そのよう

に思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

●委員長（竹田委員） 総務課長。
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●総務課長（豊原課長） お答え申し上げます。

ただいまのご提言、内容を十分吟味させていただきまして、厚岸にとってこれでいい

のかという視点で、厳密な検証をさせていただきながら、使い勝手がいいものを目指し

てまいりたいなというふうに考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

１番音喜多委員。

●音喜多委員 よくわかりましたが、今回の、今使っているやつはちゃらにして、新たに

ということですので、競争入札になるのかなというふうに思いますが、その導入方法と

いうか、それはどのように考えていますか。

●委員長（竹田委員） 総務課長。

●総務課長（豊原課長） 発注の仕方につきましては、まだ具体的にこれでいこうという

ようなことを決めている段階ではございません。ただ、これまで私ども、発注するに当

たりましては、こういう機器類につきましては、それぞれ一長一短があるというような

ところがございます。したがいまして、複数社からさまざまな提案をいただく中で、そ

の中で厚岸町が要求するもの、それに業者がどれだけ応えられるのか、そういうような

検討を行うというようなことで、言ってみれば公募型プロポーザル方式という内容で実

施をしていければなというようなことを考えておりまして、４月に入りましてから、仕

様を決めていく中で、さまざま検討をしていきながら、発注のあり方を定めたいという

ふうに思っているところでございます。

●委員長（竹田委員） １番音喜多委員。

●音喜多委員 この種のシステム開発というか取り組みというのは、非常にこっちが何を

求めているか、何が必要であるか、それが決まらなければというか、これとこれととい

うことになると、当然、それについての価格も出てくるでしょうし、だから競争入札と

いうのはなじまないと私も思っていますが、しかし、そこにやはり競争的な発想を持た

ないと、ちょっとやばい話になりますので、その辺、重々考えて、ぜひ安くていいもの

をつくっていただければというふうに思います。答弁はいいです。

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、８目財政管理費。
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13目諸費。

３番佐々木委員。

●佐々木委員 ここで定額給付金の申請というか、給付スケジュールについて資料をいた

だきました。これについて、２点ほどお尋ねしたいと思います。

まず１点は、３月16日から申請受付開始ということなんですけども、受付の申請書の

書類の中に添付するもので、郵送の場合ですけど、本人確認書類の写し等々、写しとい

う言葉が入っています。そこで、支所なり役場なり、直接来られる方は現物を持って来

られればいいわけなんですけども、例えば老人世帯だとか、独居老人世帯、その方で、

歩いて来れないと。できれば郵送したいんだというところで、この写しをどうやってと

ったらいいんだろうかという、そういう懸念を持っている方がいらっしゃるわけです。

その点についてのフォローの関係はどうなっているのか、これがまず１点です。

それから、給付金、口座振込については４月７日からすると。それで、一番下に、窓

口現金受領方式については５月の下旬からの給付支給になる予定ですと書いてあります

ね。これについてちょっと説明していただきたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

この定額給付金、もう既に申請書、それぞれ発送いたしまして、私どものほうにもい

ろいろ問い合わせをいただいております。これは自治事務ということで、厚岸町でやる

事務にはなるんですが、いろいろな手法につきまして、国の交付金を使うというような

関係から、それぞれ全国的といいましょうか、一つのルールに基づいた形でのやり方を

選択しているということでございまして、この本人確認の写し、それから、振り込む口

座を確認するための写しというようなものの添付については必要だと、やはり間違いの

ないような形で確実に世帯主、あるいはその代理者に行くという手法を選択しなければ

ならないという上では必要だということでございます。ただ、おっしゃるように、コピ

ーをとるためには、例えばコンビニだとか、あるいはまちなかに出てこなければならな

いというような事情もあることは了解してございます。できればそういったような機会

を利用してお願いしたいということでございますけれども、また、そういうときには、

町の窓口に直接来ていただいてというようなことも電話等でお話もさせていただいてお

ります。ただ、そうは言っても、役場の近く、あるいは湖南地区の出張所の近くの方で

あれば来れるんですが、いわゆる郡部、遠いところのほうの方々、ここまで出てくるの

かというようなこともあろうかというふうに思います。ただ、そういうことを考えまし

て、これはどうしても３月16日からの受付開始ということになると、相当の量がまいっ

てきます。こちらでの受付、郵送での受付というような部分を重視しなければならない

というようなことがございまして、４月に入りましてから状況を見ますけども、４月に

入ってから、いわゆる地域、臨時の窓口、こういったようなものも設けたいというふう

に今考えておりまして、そういった部分については、今後の状況、こういったことを踏
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まえながら検討といいましょうか、そういうことを考えていきたいというふうに思って

おります。

それともう１点、現金の関係でございますけれども、現金支給という部分につきまし

ては、基本的には全部振り込みで行いたいというふうに考えております。現金給付とい

うのは、どうしても間違いだとか事故だとか、こういったような部分があるものですか

ら、これらはできるだけ避けたい、これは全国的な統一した考え方なんですが、そうい

った中で、どうしても事情によって振り込み口座を持てない方、この方には、やはり直

接現金で支給せざるを得ないであろというふうに考えてございます。そうしたときに、

どうしてもこの給付事業が始まりますと、振り込みだとかそういったような作業のほう

が重点的に優先して作業をしていかなきゃならないというようなこともございますし、

一方で、振り込みをするためには、ごらんのとおり、申請してから給付まで、これは金

融機関との振込機関の調整の関係がどうしても出てきます。そういう関係があって、４

月７日、あるいは郵貯であれば４月17日というような形になってまいります。そうする

と、現金給付、これらとのバランス、それから作業量、こういったようなことを考えま

すと、やはり５月にならざるを得ないというふうにこちらのほうでは考えてございまし

て、そういう作業調整をさせていただきたいということで、そのスケジュールで今進む

という形になってございます。

●委員長（竹田委員） ３番佐々木委員。

●佐々木委員 最初の質問は、地域の方だとか、そういう移動できる方についてはそうい

うことで結構だと思うんですけど、私が聞いたのは、老人世帯とか独居世帯で、いわば

外に出れない方もいらっしゃるんでないかと。そういう説明がなければ、それはいいん

ですけども、そういうところのフォローはどうなっているのかなと。例えば、ヘルパー

さんが行ったときに、ヘルパーさんのほうから声をかけて、そういう意味のフォローを

しているのかどうか、そういうことだったんです。

それと、確かに銀行振込ということで、厚岸町もそうやってやられるということなん

ですけども、それはわかるんですけど、現金で給付しているところもほかの町村である

わけですよね。その場合は、いわば窓口に本人確認できる書類を持っていって、そこで

普通にもらえるような形。やはりある程度年齢になった方だとか、これを楽しみにして

いる人にしてみれば、これはやっぱり早くいただくほうがうれしいと思う。ましてや、

４月７日に振り込みして、５月の末ということになれば、どういうことですか。１カ月

と20日くらいあるということでしょう。約２カ月ですよね。今、課長言われたことで、

一般の住民の方が、そうなのかなということに私はならないと思うんですけれども、そ

の点、もう一度答弁。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず最初のほうの、いわゆる外に出れないような老

人世帯等のサポートはどうなっているのかと、これは大事なことだというふうに思って
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おります。私ども、地域の民生委員の方々に、そういったところに声をかけていただき

たいというようなことで、そういう申請関係のサポートをお願いしているということが

。 、 、まず１点ございます それから 電話等で私どものほうにそういった事情等いただける

あるいは、これから申請期間、６カ月間ございますけれども、そういった中で、申請が

上がってこないといったようなところにつきましては、それはやはりそういう事情があ

って手続がなかなかとりにくい状態があるというような部分を考えながらフォローをし

ていきたいというふうに思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。

それから、現金払いの関係ですけれども、事情は、振り込みよりも先にいくというよ

うな形はやはり避けたいという部分は一つございます。ただ、全体の作業量の進み方、

、 、 、こういったようなことも考えながら また ５月の下旬の期間を早くできるんであれば

その辺は状況を見ながら弾力的に考えたいというふうに思ってございます。これは内部

での全体的な作業の調整という部分もございますので、その点はご理解いただきたいな

というふうに思っております。

それから、現金給付を中心とされてやっているところ、もう既に給付も始まっている

ところがございます。でも、既にご案内いただいているように、世帯数が数百だと、そ

ういう極めて少ないといいましょうか、そういうような地域性の中で、そういった選択

肢が可能だったというところについては、そういうふうにとらえられて、一方では、ま

だ申請書を送る段取りさえついていないという、大きな都市になってきますけれども、

そういうような事情もあるという、それぞれの持っている地域事情もあるということを

ご理解いただきたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） ３番佐々木委員。

●佐々木委員 老人世帯等については、そういうことでぜひお願いしたいと思います。

それと、現金給付について、やはり住民の方から言わせれば、書類用意して、銀行へ

行って、書類提出して、そういう手間よりも、直接のほうが結果的に手間がかかんない

んじゃないのか、時間かかんないんじゃないのかというような、そういうとらえ方をし

ているわけです。そんなことも含めて、振り込みとそんなに時間のないような形ででき

るだけ努力していただきたい。

以上でございます。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 今まだ実際の申請が16日からの受付開始ということ

でございます。ただ、もう既に発送になっていますので、いろいろな問い合わせ等々も

。 、 、来てございます こういった形の中で これがどの程度のボリュームの形で申請が来て

どういうような作業を処理できるかという部分が、実はまだ、実際に走ってみなければ

ちょっとわからないという部分、多々ございます。かなり混雑してくるのかなというふ

うにも思っておりますけども、そういった作業の状況だとか、そういったような部分を

見ながら、弾力的に取り扱ってまいりたい、このように思っております。
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●委員長（竹田委員） 13番室﨑委員。

●室﨑委員 定額給付金に関して、私はちょっと違う部分についてお聞きします。

これは、きょうも昼間のテレビで見ていたら、振り込め詐欺の暴力団が１人つかまっ

たというような、何億円だかの金をおろさせていた中間元締め、そんな話も出てきまし

た。そういう不埒な連中にとっては、この定額給付金、待ってましたということになり

かねません。それで、もうこれは配ったんですね。今、これについて、こういうふうに

直したらいかがという話をしても遅いんで、ただ、これを補うことをちょっと申し上げ

ますが、大変失礼だが、相変わらずなれていないですね、文章が。行政文書です、いわ

ゆる。だから、普通の人はわかると思うんです。普通の人っていうかな、理解力のある

人はよくわかると思うし、非常に正確にわかりやすく書かれていると思う。ただ、そう

いう不埒な連中のターゲットにされるような、ここ、いいぞと、カモリストに載るよう

な、そういう人たちが見たときに、どこまで理解できるかなという気がいたします。

例えば、町からの問い合わせについてということが書いてありますね。そうすると、

こいうことは問い合わせるけど、ほかのことは問い合わせなんかないんですよと、ＡＴ

Ｍに行ってくれなんていうことは絶対ありませんからねと一生懸命書いてくれた。とこ

ろが、さっと斜めに読んで、あ、町から問い合わせがあるんだなと思われてしまう可能

性もあるんです。それで、既にテレビで出ているのは、市職員の腕章をつけて自宅まで

来たというのがあった。それから、今、厚岸のような方式をとった場合に、一番恐ろし

いのは、室﨑さんですか、あなたのところでこういう書類出してくれたんだけども、ち

ょっとここのところの口座番号かすれててよく見えないんだけども、もう一遍、何番で

しょうか、私のほうで補完しますのでと言われたら、これ、案外のるかもしれない。案

外妙なネタ教えたことになるのかな。こういうような式に、私程度でもそんなこと考え

るだから、彼らはものすごく頭いいですからね。年寄りや障害者や、そういう人たちを

だますのにはどうしたらいいかというのでは、こっちが舌巻くほどの知識と知能を持っ

ています、彼らは。だからおっかないんです。そうすると、例えば、これは本当の私の

。 、 、 。浅知恵ですよ 何か町から問い合わせたときは 必ず説明があって 一たん切りますと

そして、向こう側から何番にかけていただきますというようなことをすると、これは手

が出ないわけですね。というような万全を期すやり方を、この際いろいろ考えていただ

きたいんですよ。そして、そういうことをわかりやすくみんなに知らせてほしい。真っ

すぐ電話来て、そこで話したら、これは怪しいぞと思ってくださいと。そういうような

ことを一つ一つやってほしいですね。これは警察あたりでも当然いろいろなノウハウを

持っていると思いますので、お願いしたい。

、 。それともう一つ 揚げ足取るようなこと言うなと思って気を悪くしないでくださいね

不審な電話がかかってきたらすぐ連絡くださいっていんです。でも、だまされる人は不

審な電話だと思っていないんですよ。不審な電話だと思った人はだまされていない人な

んです。そうすると、注意事項として、不審な電話があったときはと言っているのは、

これはそんな注意事項の必要のない人たちなんですね。だから、何が不審な電話なのか

ということが具体的にわからないとだめなんです。
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訪問販売で、随分とある時期、問題になった会社がありました。そこのセールスたち

は、その事件の後になお成績を上げたそうです。それは、入っていって、あんたのとこ

ろ、今、新聞ダネになっているあれでしょうと。いやいや、そうじゃありません、よく

説明しますから聞いてくださいと言って上がり込んじゃうんだと。逆にそれが入り口に

なったという話まで聞いています。ですから、非常にこういうものについてはいろいろ

、 。 、な手で出てくるかと思いますので それの上を行くことを考えていただきたい そして

やっぱり猫なで声を出して、１日電話が１本もかかってこないような寂しさの中で暮ら

しているお年寄りなんかは、本当に猫なで声の、おばあちゃん、元気ですかというよう

、 、 。 。なのが入ると うれしくてしようがないんですよ やっぱり 情にもろくなっています

そういうところから入ってくるという可能性もあるんです。

それで、せっかくこれだけ苦労して、今、町の年度末の忙しいときにこの業務をやら

、 。 、なきゃならないご苦労というのは 端で見ていても大変だなと思います それですから

そのために妙なことにならないように十分に、例えば防災無線なんかでは非常に力を入

れていただきたい、そういうふうに思うんですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 定額給付金の給付に絡んだ、いわゆる悪質な関係、

もう既に全国的にそういうようなものも出没してきているという情報も私どもいただい

ております。これは、給付というのが本当のきっかけとして、おっしゃられるような悪

質な詐欺行為であるとか、そういったものが出てくるのかなと、実は私どもも心配をい

たしております。

それで、実は、きょうお配りはしておりませんけれども、申請書の中には、ちょっと

フォローする意味で、こういった定額給付金の振り込め詐欺、こういったものに注意し

てくださいというような部分をさらに大きなチラシという形で一緒に同封をさせていた

だいております。これで万全だというふうには思っておりませんけれども、少しでもち

ょっと目につくようにというような形の中でさせていただいております。

それと、もうご案内かと思いますけれども、この定額給付金の給付開始日をお知らせ

すると同時に、こういった振り込め詐欺に注意をというような形の防災無線もタイミン

グをとらえながら流させていただいているんですが、なかなか短い時間の中でいろんな

ケースを伝えるというのも非常に難しいというような実感を持ってございます。

それで、防災無線で流す、文字で流すと言っても、なかなかそれを自分のものとして

受けていただけないというところに問題があるのかなということは、前に13番委員さん

のほうからもご指摘受けたところでございますけれども、私どもも、この定額給付金に

、 、 、当たりましては 一つは 申請書をなかなか自分で書けないという部分もございますし

今言ったような形の中で被害に遭うというような両面性が考えられるということから、

実は先般もお話しさせていただきましたけれども、民生委員の方々のお力をいただこう

。 、 、 。と ということは 民生委員の方々というのは地域におられて 顔見知りでございます

そういう、本当にこの人なら間違いないというような顔見知りの中で、申請書のお手伝

いをいただく。それから、民生委員の方々とお話しさせていただいたときには、知らな
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い人が来たときは絶対だめよと、書いたり何かするのは。そういうことを口頭で直接伝

えていただくということが大事なのかなというような考え方の中で、ひとつ民生委員さ

ん方のサポート、申請書のサポート、それから、被害に遭わないようなサポートをお願

いしたいというお話をさせていただきました。それについては同意もいただいてござい

ます。今回、またさらに寄附行為させていただきましたので、また通知をもって、また

さらに民生委員さんのご協力をいただくというようなことの文書での依頼も、今行おう

という形で進めておりますけども、そのほかにも、いろんな情報が入ってきたときに、

それを民生委員さんだけでなくて、いわゆるヘルパーさんだとか、そういった方々のほ

うにも、こんなようなことが今起きているんだというような情報はこれまでも流してき

ておりますし、そういったような形の中で流して、その人方が認識していただくことに

よってお伝えできるだろうというような取り組みをさらに今後も続けてまいりたい、こ

のように考えてございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

他にございませんか。

２番堀委員。

●堀委員 今回の定額給付金、いろいろな方から私も多分聞かれると思いますので、私が

わからないところというのを聞きたいんですけれども、まず最初に、このスケジュール

に基づいて、16日からの受付が開始されました。３月19日、申請受付１回目の締めとい

うふうにある。私が気になっているのは、この１回目の締めということなんですけれど

も、そういうことで、１回目の締めがあってから振り込みまでが、一般金融機関が４月

７日、郵貯が４月17日というふうにスケジュールではなっているんですけれども、これ

は毎月毎月締め日を設けるということでいいんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 基本的に作業を進めていくためには、どこかで締め

、 。 、 、て 毎日毎日振り込むというのは困難でございます 今考えているのは １カ月に２回

これをめどに作業を進めていきたいというふうに考えてございます。これは第１回目の

関係で進めるという形になりますと、どうしても最初の段階というのは申請書のボリュ

ームがものすごく多くなります。それで、１回目のほうについては19日までに集まって

、 。 、きているものについては その振り込みの手続をまずとりたい その後につきましては

順次、一月２回の支給、振り込みを目指しながら作業を進めていきたいというふうに考

えてございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

、 。●堀委員 そうすると 第２回目というのは今のところいつを予定しているんでしょうか
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●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） ３月の末には給付決定をいたしたいと、それまでに

出てくるものについて、そういうふうに現在は考えてございます。第２回目でございま

す。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 そうすると、例えばゴールデンウィーク前、家族でお金がほしいよとか、この

定額給付金でどこかに行こうとかというふうに考えたときには、少なくとも３月末の第

２回目の締め日ぐらいまでに申請がなければ、ゴールデンウィーク前の給付は難しいと

いうふうに判断してよろしいんですね。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 振り込みの関係なんですけども、どうしても大量な

形、それも全国的に集まってきているものが、例えば北海道なら北海道のセンターとい

うところに振り込みの関係が一斉に集まって、それから振り込まれるという仕組みにな

っているそうです、金融機関、それから郵貯のほうもそうでございますけど。そういっ

た中で、こちらのほうから振り込みの依頼をしても、口座の事前確認の作業、それから

本格的な振り込みを行うと、そういうような形で、どうしても期間を持たなきゃならな

いということがあります。そういう関係でいきますので、できるだけこちらのほうも作

業はそういうような形で、早く支給できるような形で進めますけども、どうしてもそう

いうような振り込みに関する手続的な期間がかかるということでございますので、その

点はご理解をいただきたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 ですから、それはわかるんですよ、期間が当然かかるというのは。ゴールデン

ウィーク前にお金がほしいといった人の場合は、２回目の締めというような形のところ

までに申請がないとというようなことでということなんです。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） これからの作業の中では、４月の末、いわゆるゴー

ルデンウィーク前に振り込みが完了するというものをまず我々も考えたいと思います。

そうすると、それから逆算していきますと、どのくらいの時点で締めるかなと。どのく

らいまでに申請が届いて給付決定できたものがいくかという部分が決まります。大体３

月の末くらいであれば、４月中での支給は可能かなというふうに今思っております。こ

れはまた金融機関との振り込み等の関係、期間設定の中で、さらに調整をしながら、で
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きるだけ早くに支給が可能なような形で取り組んでまいりたいというふうに思っており

ます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 それはわかりました。例えばゴールデンウィーク前にほしいなと思っている人

がいたと。人によれば４月の10日ぐらいに出して間に合うのかなと思って持っていった

ら、郵送しても、ゴールデンウィーク前には振り込みがなかったというようなことにも

なる。だから、スケジュールというものがはっきりと町民のほうにもわからないけで、

一応こういうような質問したんですけれども、とりあえず私のわかる範疇で、私の説明

できる人方にはそのような説明というものをしたいと思います。

また、窓口現金受領のことで、先ほど聞かれていましたけども、５月下旬からだと。

どうしてもその前にやるということでは間違いや混乱が生じるおそれがあるということ

なんですけども、どのような間違い、混乱というのが想定されるんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず、現金給付ということを考えますと、相当大き

な額になります。億を超える額でございます。これを現金給付をしていくという形にな

りますと、それだけの多額の現金を取り扱う、そして窓口で混雑する、そうした中で、

相手の本人確認をする、きちっとした形の中でやっていくという部分については、非常

に混乱の中で事故が考えられるということでございます。それは避けたいというのが第

一にございます。そういう基本的な考え方の中で、全国的に振り込みというものを基本

に、この定額給付金の交付を行っていこうというのが大前提にまず一つございます。

そうしますと、現金給付というのは、そうはいっても、口座を持てないという方々が

中にはいらっしゃると思います。そういった部分には、一応現金給付というような形で

いきましょうということですけれども、今言ったように、振り込みといいましょうか、

振り込みを希望した方が、極端な話、１カ月近くかかります、現金給付はその前にどん

と早くなりますという形になりますと、これは非常にある一定の給付に関する公平性だ

とか、そういったようなことから考えますと、やっぱり問題があるだろうというふうに

まずは一つは考えます。一つはそういう点があります。

それと、先ほどいうように、現金給付、こういうすごい作業のボリュームのあるとき

に、さらに現金給付の窓口での部分を進めていくという形は、非常に作業の重複といい

ましょうか、ボリューム量からいって難しいということを考えますと、やはり混乱期、

そういう部分を避けた時点で取り扱わざるを得ないであろう、こういうような判断をさ

せていただいているということでございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 今回の送られてきた定額給付金申請書の送付についてといったものとか、長い
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注意書きといった中には、現金給付が振り込みよりもどのくらいおくれるとかというの

は一言もないんですよね。そういった中で、受け取った人方が非常に混乱すると思うん

ですよ。しかも、振り込みを優先するとも書いておりませんし、それについてはどうな

んでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 注意事項、小さいので読めないといえば別なんでし

ょうけども、定額給付金の注意事項という部分の中に、窓口現金受領方式の申請方式と

いう部分がございます。そちらの後段の中に、窓口での現金給付は５月下旬からですと

いうことで、振り込みによる給付よりおくれて開始することになりますので、ご了承く

ださいという注意書きといいましょうか、そういう部分を入れさせていただいておりま

す。ただ、文字数が非常に多いですから、わかりづらいものがあるというふうに言われ

ると答弁のしようがないんですけども、一応そういう形の中で注意書きということで触

れさせていただいておりますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 それについてはわかりました。

あと、聞きたいことといたしましては、窓口、きょうもお昼食べるときに、１階のロ

ビーで、あれは相談窓口ということで設置されておりましたけれども、窓口というのは

どこになるんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

（ ） 、 、●まちづくり推進課長 田辺課長 窓口につきましては 役場の町民課にあります窓口

それから、湖南地区出張所の窓口、この常設窓口２カ所でございます。現在、申請の関

係、まだ受付始まっておりませんので、ただ、いろいろ問い合わせがあるということが

ありますので、それらに対応するために相談窓口という形の中で承っているという形で

ございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 そうすると、１階の総合窓口、あそこにきょうかかっているような立て看板の

ようなもので、常時そこを相談窓口なり申請の窓口にしますよということで、常設する

ということで理解してよろしいんですね。わかりました。

あとは、本当に細かいことなので大変申しわけないんですけど、字も細かいので、細

かいこと聞くんですけども、申請書の中に、下記の事項に同意の上、定額給付金を申請

しますというふうにあります。１番、２番、３番とあるんですけれども、そこで私が気

になったのは、１番、定額給付金の受給等に関して、受領資格の有無等について、公簿
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等で確認することに同意いたします。これ 「等」というものが使われているんですけど、

も、今回の場合、この申請書の個人情報なりというものが、それらが定額給付金の受給

以外で使われるということはあるんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） この定額給付金にかかわります情報、例えば代表的

なのは、リストをつくりますから、住民基本台帳上の給付リストでございますけど、こ

れは当然、定額給付金の給付にかかわる情報でございますから、それ以外に使うという

ことはできませんし、そのように考えてございます。その情報管理というような部分に

ついてはしっかりとしていきたいというふうに考えています。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 そうすると、この定額給付金の受給等に関してという「等」というのは間違い

だと。これは定額給付金にしか使いませんよというふうに理解してよろしいということ

ですね。

あと、受領資格の有無等も、これもほかにどのような資格審査以外に使うのかなと。

公簿等というのも、住民基本台帳なり、それ以外のものでも確認をするということもあ

るんでしょうかというで聞きたいんですけども。

（ ちょっと休憩してもらえますか」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後３時05分休憩

午後３時40分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

２番堀委員に対しての答弁から始めます。

まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） お答え申し上げたいと思います。

申請書の中にあります定額給付金等の受給等に関して 「等」という言葉が入っている、

わけでございますけれども、この「等」には、受給のほかに、申請請求の受理を行う際

に、その申請者が申請に該当する人になり得るのかどうかというようなチェック等も事

務の中には生じてくる場合もございます。そういったことも含めて、受給等という表現

がされているということでございます。なお、この公簿等での確認することにつきまし

ては、定額給付金に関することという部分が主語になってまいりますので、定額給付金
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以外に公簿等を確認するということはないというふうに理解をしていただきたいという

ふうに思います。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 公簿等でのちょっと説明がなかったんですけども、住民基本台帳以外を使うと

いうこともあり得るというようなことはちょっと答弁なかったんで、それをちょっとお

願いしたいんですけれども、あともう１点だけ。この定額給付金申請書提出されまして

から受給までの期間というのが当然あるわけです。20日なり１カ月なりあるんですけれ

ども、そういったときに、申請された後に申請者が死亡した場合、こういう場合はどの

ような手続というものが必要になるんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） まず、最初のほうの、公簿等の確認の中に、住民基

、 。本台帳のほかに 状況によっては戸籍等を調べるといったような場合が出てまいります

それは特殊な事例でございますけれども、給付対象者に加えなければならないのかどう

かというようなチェック、こういった場合も生じる場合もあり得るということでござい

ます。その点はご理解いただきたいと思います。

それから、申請を行った後で亡くなられた場合ということでございますけれども、そ

れは残っている家族の構成の中に、代表するところに給付されるという形になってござ

います。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 つまり、それは給付までの間に死んだ場合、死亡届なりが出された段階で自動

的に変更というものがかかるというふうに考えていいんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 自動的にこちらのほうで修正をするという形になっ

てございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 その場合、口座振替の手続等は間に合って、申請期間、振り込み予定日が変わ

ることなくできるというふうに考えてよろしいんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。
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●まちづくり推進課長（田辺課長） 亡くなってすぐの場合、まだ口座が残っているとい

う部分がございますから、そういったときにはそこの口座に振り込む形になります。い

わゆる申請者、世帯主ですね。ただ、死亡に伴いまして口座が閉鎖された時点という部

分がございます。この場合については、当然、こちらのほうで振り込みできなくなりま

すから、そうしたときに、次にどこに振り込むかという部分については、残っている、

いわゆる給付対象者の中、その世帯の中、そちらのほうとの連絡によって、いわゆる代

表になる方のところに振り込むという手続がとられる形になります。いずれにいたしま

しても、亡くなられた方の分も含めて、いわゆる世帯に支給をされる、給付をするとい

う手続がとられるような形になります。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 その場合は、そうすると、役場の職員が直接死亡された世帯のほうに行くと、

それとも電話連絡で済ますという、先ほど振り込め詐欺とかというようなことの中で、

そういう心配というものがあるというような中で、そういうふうに行くという場合があ

り得るというふうに理解しておいてよろしいんでしょうか。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） その場合は、口座の関係がまた新たに申請してもら

わなきゃなんないという形になりますが、再度申請していただくというような事務の流

れになるというような考え方でおりますし、そこは適正な、いわゆる被害だとか、そう

いったような形に遭わないような形で取り扱いたいなと、このように考えております。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 済みません、何回も。そうすると、申請者が亡くなった場合、まず役場のほう

から、例えば通知文書なりで、振り込み予定、給付予定の提出とかというような文書で

もまず行くと。そのときに、新たな申請書が郵送されると。それに基づいて、新しい申

請者となり得る人間が申請をするというふうに理解してよろしいんですね。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） いずれにしましても、おっしゃられるような形の中

で、給付世帯のほうに再申請といいましょうか、そういうような形を送るような形で手

続がとられていくというふうに考えております。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 行政的に、申請があるわけですから、何らかの処分というか、申請に対しての
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結果というものを出すわけですよね。当然、申請した人には払わなくなるというものが

まずは行かないとならないのかなというふうに思うんですけれども、どうでしょう。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） この給付の手続の中、申請が上がってきまして、そ

れに対してこちらのほうで給付決定をいたします。給付決定をして、実際に口座の振り

込みをするわけですけれども、給付決定と同時に、口座で何日に振り込みますという通

知を行います。そのときに、先ほど言いましたように、事前チェックの段階で口座番号

がないという状況がわかりましたならば、給付決定通知できませんので、それはその時

点で、当然、再度申請してくださいというような部分、あるいは訂正が必要ですという

ような連絡は申し上げたい。そういうような形で給付できるような状態にしたいという

手続は当然とられるような形になります。

ただ、一方で、給付決定して、口座へ振り込んでも、実際には口座が何かの事情で振

り込むことができないような状態になったという場合も考えられます。それは当然戻っ

てきますので、それは実際に振り込めないような状況になりますので、それはまた受給

者のほうと連絡を取り合いまして、給付をできるような状態、書類の申請だとか、そう

いったようなことをしていただくという形になっていくというふうに思っております。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 ですから、先ほども言いましたけども、連絡というのが、訪問によるものなの

か、電話によるものなのか、書面による郵送によるものなのかということです。

●委員長（竹田委員） まちづくり推進課長。

●まちづくり推進課長（田辺課長） 基本的には通知で行いたいなというふうに思ってお

ります。

（ よろしいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後３時50分休憩

午後３時57分再開
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●委員長（竹田委員） 再開します。

休憩します。

午後３時57分休憩

午後４時02分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、12ページ。

３款民生費、１項社会福祉費、４目老人福祉費。

10番谷口委員。

●谷口委員 緊急通報装置整備事業、緊急通報システム等15台分ということなんですが、

これは現在の設備の更新になるんですか、それとも新規、新たに一人暮らし等が増えて

増やすということなんでしょうか、どっちなんですか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 今回、購入させていただきます15台分でございますが、新

規の利用ということになります。この事業がまいりましたときに、私ども、現在使って

います緊急通報装置、相当古いものになってきているもんですから、順次更新が必要な

時期になってまいりました。ある意味では、大量に購入をさせていただいて、ストック

をしたいという思いもあったんでございますが、この事業の中ではストックは認められ

ないという性格のものでございましたので、今新たに緊急通報装置の設置が必要な部分

で15台分を購入させていただくというものでございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 そうすると、この15台はすぐもう設置、稼働していくというふうに考えてい

いんですか。それとも、ストックはだめだというから、全部設置しないとだめなんです

よね。

それと、今、課長がお話ししていますけど、相当たっていますよね、厚岸でこの制度

を導入して。それで、古い機種というのは、順調な更新というか、そういうものが今ま

で何回か行われているのか、あるいは、それが十分行われないでいるのか。もし、緊急

通報システムですから、機能がきちんと作動しない場合に、やはり問題があるんではな
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いのかなと思いますけれども、そういう点では、現在は心配はないのか、どこかの時点

でやはりめどをつけなきゃならないのか、その辺も含めて、ちょっと教えてください。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 購入いたします15台分については、すぐ設置をさせていた

だくということになります。ただ、時期の問題でございますが、新年度に入ってからの

事業展開ということになりますので、そこまでお待ちいただくということになります。

それから、既存のものでございますが、今現在、93台設置をしております。亡くなら

れた方もいらっしゃるもんですから、そういう意味では、同型の機種のストックそのも

のは持っております。故障したときにはストックしている分で入れ替えをさせていただ

くというようなことをやっております。今現在、年度、年度の更新の計画なんでござい

ますが、途中で５台とか６台とかという年度契約の中で古いものを更新をしていこうと

いうようなことで進めてきておりますが、ここ二、三年の中では、年間３台程度の予算

を確保いたしまして、新規の利用希望の方も含めて対応しようということでやっており

まして、１台10万円近くする装置なもんですから、そのほかに取りつけ手数料というの

も３万円ちょっとかかってまいります。そんなことで、思うように一気にという計画は

立てられない中で現在進めているところでございます。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

●谷口委員 そうすると 今後問題になってくるのは 思うように更新が 本当は５台 10、 、 、 、

台といきたいところを、３台ぐらいのペースでここ何年かは推移しているということを

考えると、やはり少し予算等の増額等が今後必要になってくるというふうに見ていれば

いいんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 保健介護課長。

●保健介護課長（久保課長） 今現在、ストックで古い型のものを持っておりますが、部

、 、 、品自体が今 もう生産されていない状態なもんですから 古いものと交換してつけても

それがまた故障したときにということが考えられます。委員おっしゃられるように、い

つかの時点ではきちっと、３台ペースではなくて、もっと早いペースの更新計画という

ものが必要になってくるなというふうには担当のほうとしては思っておりますので、今

後の事業の組み方の中でさらに検討していきたいというふうに思っております。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。



- 223 -

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、２項児童福祉費、２目児童措置費。

４目児童福祉施設費。

２番堀委員。

●堀委員 改修補修工事費です。全部で５件ですね。トータル2,039万3,000円ということ

で、屋根張り替え、外壁、ペアガラス改修、これは１番さんの一般質問の資料を見させ

てもらって言っているんですけども、全部で保育所関係５件あるんですけれども、これ

ら５件、工事種目、それと、発注予定となる、そのとき指名競争入札というふうになる

だろうというようなことで言われていましたので、その場合の町内での対象業者数を教

えていただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

保育所施設整備事業の５件の工事の業種でございますけども、２件が建築業種。

（ どれとどれですか」の声あり）「

●建設課長（佐藤課長） 真竜保育所屋根張り替え、それから、厚岸保育所外壁、ペアガ

ラス改修、これが建築業者となります。もう１件ございますね。太田へき地保育所外壁

改修。３件が建築関係でございます。それから、厚岸保育所電気暖房改修、これが電気

業者となります。それと、宮園保育所電気暖房改修、これも電気業者ということで、５

件となります。

それから、町内の業者数でございますけども、この金額でございますと、Ｄ等級でご

ざいますから、建築工事、建築関係の業者ですと７者ございます。それから、電気でご

ざいますと１者でございます。

以上でございます。

●委員長（竹田委員） いいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、14ページ。
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４款衛生費、１項保健衛生費、５目病院費。

ございませんか。

16ページ。

５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費。

６目牧野管理費。

ございませんか。

なければ、18ページ。

６款１項商工費、２目商工振興費。

ございませんか。

20ページ。

７款土木費、２項道路橋梁費、２目道路新設改良費。

２番堀委員。

●堀委員 土木費、３款３目にわたりますので、お許しいただきたいと思います。

、 、 。 、こちらも先ほどと同じように 各工事のほう 予定されております これについても

先ほどと同じように、対象工種、それと、該当となる業者数というのを教えていただき

たいと思います。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後４時12分休憩

午後４時13分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

まず、道路新設改良のほうでございますけども、奔渡町港通護岸かさ上げ整備事業で

ございますが、これは土木業者。それから、港町地区冠水対策事業、これも土木業者と

なります。それから、尾幌２号川支流整備事業、これも土木業者でございます。

次に、町営住宅施設整備事業のほうでございますけども、まずは、工事請負の中では

改修補修工事、建築工事費、それから施設整備工事費といった３本立てとなっておりま

すが、その下に解体がございます。解体は１本立てとなっております。それを、今想定

する工事に基づいてご説明を申し上げたいと思います。まず、奔渡団地のほうの物置建

、 、 。築工事がございまして これは２件ございまして これは両方とも建築業者となります

それから、施設整備工事費に入っておりますけども、宮園団地の地上デジタル放送のブ

ースター取り換え、これは家電事業者となります。それから、町営住宅の風呂釜改修が

ございます。これは５件ほどに分割されますが、ガスを供給する設備業者。それから、

梅香団地換気扇改修、これは給排水設備の業者でございます。それから、奔渡団地の換
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気扇が２件ございまして、これは電気業者。それと、梅香団地の流し台、これが２件に

なりまして、これは建築業者となります。

それから、解体撤去工事のほうでございますけども、こちらはすべて建築業者となり

ます。件数的には、今想定しているのは８件となってございます。

それと、業者数でございます。業者数的にはさまざまでございまして、金額的にはほ

とんど一番最低のＤ等級の工事となりますので、主にＤ等級ですと、まず土木では、地

元に、町内に本社があるということで申し上げたいと思いますけども、４件、４社でご

ざいます。それから、建築工事につきましては、先ほど申したとおり、ほとんどがＤで

ございます。それでいきますと７社。ただ、１件だけ、解体工事ではＣ等級の金額とな

るものがございます。それは、今現在といいますか、Ｃ等級はゼロ。それから、電気業

、 、 。者でございますが 電気業者はＤ等級の工事がございまして それは１社でございます

それと、Ｃ等級の工事もございますが、それは現在、町にはゼロ者でございます。それ

と、設備工事でございますが、Ｄ等級の工事が１件ございまして、それは地元に本社が

ある業者でありますと３社ございます。ほかに、給排水の温水プールの暖房設備、これ

があるかと思いますが、これは金額、工事内容はちょっと私のほうで把握しておりませ

、 。 、 、 、んので それは体育振興課のほうで出します あと ガスの供給設備 これに関しては

町内の今既存のガスを供給している業者がございます。そこと今、随意契約を結びたい

というふうに考えてございます。

（ 家電は」の声あり）「

●建設課長（佐藤課長） 家電でございますけど、まだ家電業者については何件というま

では抑えてございません。今、地元にあります家電業者、テレビとか、一般家庭的な電

気を売っている業者の中で対応できるだろうというふうに考えておりますので、その中

から選考できればというふうに考えてございます。

●委員長（竹田委員） ２番さん、体育振興課のほうからの答弁、要らないですか。

（ さすがに款が違うのでと思ったんですけれども」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 要らないですか。

（ 款が違うので、どうかなと思ったんですども」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 答弁いいですか。答弁できるのであれば。

（ 委員長の許しを……」の声あり）「

●委員長（竹田委員） だから、答弁できますか。

休憩します。
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午後４時21分休憩

午後４時21分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 申しわけございません。

温水プールの暖房設備改修等もございます。それについては、地元の業者で対応でき

ないということで、地方の業者となるかと思います。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 まず、土木工事に関していうと、すべてＤランクということらしいんですけど

も、港町地区の冠水対策事業、計画だと4,500万円、これは港町２条通ほか７路線という

ふうになるんですけども、これも大体Ｄにあれするぐらい分割するということでよろし

いんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 説明不足で申しわけございませんでした。

土木工事につきましては、港町かさ上げ整備事業、これはＢランクです。それと、尾

幌２号川支流改修、これはＣ等級となります。そして、奔渡港通かさ上げ整備事業、こ

れがＤということでございます。それに対して業者数は申し上げておりませんでしたの

で、業者数につきましては、Ｃが２社でございます。Ｂが１社。

以上でございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 いろいろと教えていただきましてありがとうございます。

それで、建築工事、Ｄというのが全部で何件発注になるのかな。15件ぐらいになるの

かなと思うんですけれども、当然、Ｄであれば、以前から心配されていました工事の責

任技術者というものが確保できるのかというものがまず心配になると。Ｄは７社しかな

いんで、二つ以上持つというか、一つだけじゃなくて、二つ、三つとやれる、受注機会

というものが地元業者のほうに発生してくるわけなんですけれども、その場合、これら

の15件に関して、示されている予定工期内の中で、地元業者だけで賄えるというふうに

判断してよろしいんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。
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●建設課長（佐藤課長） 私ども、なるべく早期発注を目指しているわけでございます。

しかしながら、今、ご質問者おっしゃったとおり、現場なりに常駐しなきゃならない。

そうしたときに、業者数、技術者が足りなくなるといったことも出てまいります。そう

したことは、工事の発注、そして完成の状況を見た中で、バランスを見ながら発注をし

ていきたい、このように考えてございます。

●委員長（竹田委員） ２番堀委員。

●堀委員 ただ、示されている中には、既に予定工期というものが出て、完了期限という

ものも示しているわけです。それを、例えば次にあるからといって、安易に急がせるよ

うな工期というふうにさせても、やはりそれは工事の完工高というか、ものの善し悪し

というものにもやはり影響してくるという心配も出てきます。そうしたときにどうする

のかなということでお聞きしたいんですけれども、どうなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

一番この中で工事的に本数が多いのが解体工事でございます。解体工事的には、わり

。 、 、と期間がそんなにかからないというふうには踏んでおります ですから その発注状況

それから、でき上がりの状況を見た中で、多少は発注の時期をずらしながら調整をとっ

ていきたいと、このように考えているところでございます。

（ わかりました」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 堀委員さんに委員長からお願いなんですけども、資料的に、先ほ

どのデータみたいなものを出していただくときに、前もって資料提出してもらえれば、

議会もスムーズにいくので、今後、運営についてというお話なんですけども、できれば

資料提出、なるべくしていただければと思いますので、よろしくお願いします。

●委員長（竹田委員） 10番谷口委員。

、 、 、●谷口委員 今のことに関してなんですが 言ってみれば景気対策等 雇用対策ですよね

この事業は。やはり素早い対応が必要になってくるというのがこの対策でないのかなと

いうふうに思うんですよ。そういうことを考えると、速やかな発注、そして速やかに着

手をしていただくということでなければならないと思うんですよね。そういう点では、

今、堀委員は、余り急がせていい加減な仕事やられては困るというようなことで、ちゃ

んとした仕事をしてほしいということを念を押されたんではないのかなというふうに思

うんですけども、私もしっかりとした仕事をしていただかなければならないのは当然で

ありますけれども、対応は素早いものでなければならないというふうに考えるんですよ
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ね。繰り越してしまったから、さあ、あとはゆっくり、じっくり考えるよというんでは

困るんですよね。ですから、業者の協力も当然生かさなければならないし、なるべく地

元の業者で、地元の雇用につながるような対策をとっていただくということを進めてい

かなければならないと思うんですけれども、この示されている予定工期等を見ています

と、相当かかるものもあるんですけれども、できればやはり一、二カ月のうちにできる

ものを選定しているんではないのかなというふうに考えるんですけれども、それでなけ

れば、この事業の目的を達することにはならないと思うんですよね。町の考えているこ

とと、やりたい事業と、交付金事業の持っている中身と、やはりよく検討して対応して

いただかなければ困ると思うんですよね。ですから、その辺についてしっかり対応して

いただきたいと思うんですが、どう考えているか、お伺いいたします。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

今、質問者のおっしゃっているとおりでございまして、私どもも、この地域活性化の

交付金事業、これを進めるに当たりましては、できる限り工事も分散させ、そして広く

発注する方法も考えておりますし、なおかつ、それに対して早急にやはり発注をしてい

きたいというふうに考えてございます。ただ、私ども、職員等の技術者の問題もござい

ます。それに対しても、今、他の課の技術者も含めて応援態勢を組んで工事の設計に当

たっているところでございます。その中で、お示ししました工事の予定工期のものを入

れさせていただいてございます。大抵は４月のところになるべく入るようにということ

では考えてはございますけども、ただ、先ほどの堀委員からもあったとおり、業者数も

限られているわけでございますので、一挙にこれを出しますと、当然、業者さんも受け

れないという部分も出てまいります。そうしたところは、やはり状況を見て、バランス

を見ながら発注していきたい。ただ、基本的には早期発注を目指しているということで

ございます。

（ はい、いいです」の声あり）「

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

13番室﨑委員。

●室﨑委員 ２目の港町地区冠水対策事業なんですが、これ、随分前から議会では質問も

要望も相次いでいたところだと思うんです。潮が込んでくると、ここが海だったという

ことを彷彿させるような風景が出てくるというようなお話も随分ありまして、ただ、そ

のときに、毎回お答えは、道路だけかさ上げしても、今度は縁の下のほうにどんどんと

水が入っていってしまうような状況になったんでは非常にうまくないので、なかなか難

しいというような話がずっと何回も言っていましたですよね。そういうところとの調節

というんですか、調整というんですか、そういうような部分で、非常に技術的に難しい

ものがあるという話を聞いていたんですが、今回、ここへ出てきたということは、そう
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いう問題は解決したと、そういうふうに考えればよろしいんですね。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 港町地区のかさ上げの内容でございます。周りの家の高さ等の

調整等は非常に難しいところがございます。それについては、周辺の地域の方と話し合

いを持ちながら、じゃ、どこまで高さを上げれるのか、当然、地域の方にも影響が出る

部分もございます。それはご理解いただく場合もありますし、それは難しければ、少し

、 、 。下げざるを得ない そういった調整をとって こういった工事を今進めてきております

現に平成20年度につきましても、既に在原タイヤさんの前あたり、それから、桜ハイヤ

ーさんの交差点、あの辺の一帯をかさ上げもしてございます。それをするにしても、や

はり周りの人方に高さ調整等、意見を聞いて、そしてここでいいだろうというところで

工事をさせていただいております。これから21年度、この事業につきましても、同じよ

うな方法の中で進めていきたいと、このように考えてございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、３項河川費、１目河川総務費。

６項住宅費、２目住宅管理費。

ございませんか。

７番安達委員。

●安達委員 この間、説明の中で、この住宅解体、公住の。上尾幌も含まれているという

説明だったと思うんですけど、間違いないでしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 上尾幌のところの解体、上尾幌地区につきましては、今、解体

を考えておりますのは、上尾幌団地、平屋の部分、２棟を解体する計画でございます。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

、 。 、●安達委員 要するにベニヤでふさいでいる 昔からある古いところですね ３戸の２棟

そうだね。やっと壊していただけるようなんですけども、これは壊した後は、やはり宅
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地としてそのまま土地を残すのか、また、別な目的があった場合には利用できるのか、

その辺、ちょっとお伺いしたいんですが。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

上尾幌団地の解体の跡地でございますけども、今のところは、解体しまして、整地に

したら、何か売り払いに出せればというふうには考えてございます。ただ、ほかにまだ

利用等は検討していきたいと、このようにも考えてございます。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 売り払いという説明だったんですけども、貸し出しというか、賃借にはなら

ないんですか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

まず今、これは公営住宅という形になりますので、それを普通財産に戻して、そして

普通財産は、今、町としては、基本的にはまず売りに出すということを考えてございま

す。また、そういった中での状況、買い手の状況等見ながら、次は貸し出すという方法

も考えていくということになると考えてございます。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 それと、この際というか、教員住宅もかなり古いのがあるんですけども、こ

の教員住宅までは手が届かないというか、予算的には無理なんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

今回、地域活性化生活対策臨時交付金事業におきましては、今、うちでは上尾幌の教

員住宅もリストには挙げております。しかしながら、予算枠等がございますので、この

部分は今回見送ったということでございますので、ご理解いただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。
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（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、22ページ。

８款１項消防費、２目災害対策費。

ございませんか。

24ページ。

９款教育費、２項小学校費、２目学校管理費。

７番安達委員。

、 、 、●安達委員 ここでお聞きしたいんですけども この間も述べたように 上尾幌小中学校

閉校になるんですけども、この閉校後の校舎の管理はどういうふうな形になるのか。

●委員長（竹田委員） 管理課長。

●教委管理課長（須佐課長） 閉校後の上尾幌小中学校の管理につきましては、今、教育

委員会で考えておりますのは、小学校部分につきましては、この後も教育委員会のほう

として利用していきたいというふうに考えております。といいますのは、今回、尾幌、

上尾幌がこの３月で閉校になりますし、既に昨年、厚静小学校が閉校しておりますし、

その前にさかのぼれば、糸魚沢等々の各学校の閉校後のいろんな品々、まだ残っており

ますし、それぞればらばらに学校にまだ残っているものもあれば、我々委員会のほうの

事務局のほうで管理しているものもあります。そういったものを、上尾幌の小学校の教

室を利用して、それぞれの学校の思い出を残すような部屋につくりたいなというのが、

今事務局で考えていることでありまして、そういう意味では、上尾幌小学校、まだ年数

も新しいわけでありまして、利用もできるということがありますので、委員会としては

そういった部分での活用を考えておりますが、４月にすぐできるわけでありません。閉

、 、 、校して その後の学校の備品類の 今度はそれぞれの学校に受け取ってもらう作業とか

まだ残っておりますので、それらの作業が終わった段階で、今のミュージアムの作業に

かかっていきたいと思いますが、中学校部分の校舎につきましては、今のところまだ、

、 、 、そういう意味では少しあくのかなというふうに思っていますが この後 我々としては

その施設のあいているところの公募なんかをしまして、利用したい方の公募を募って、

使用に向けての作戦を練っていきたいなというな考えでおります。ご理解願いたいと思

います。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 小学校のほうのコミュニティに適したスペースがありますよね、オープンス

ペースが。あれ、私ども地域としては、やはりあの校舎を何とか地域の活性化に少しで

もつながるような形にしていただきたいなと、そのように考えているんですけども、小

学校部分のほうも逆に使い道あるのかなと、そういう面では。各学校のそういう備品類
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、 、 、ですか そういうものをストックするには 中学校側のほうを使っていただいたほうが

これからの利活用面ではそのほうがいいのかなと思っているんですけども、いかがなも

のでしょう。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 上尾幌の小中学校については、小学校棟についてはまだ10年と

いうことで、まだこれから十分使える状況です。もちろんあの地域に具体的な要望があ

れば協議させていただきたいというふうに思いますし、また、交通の便もいいというこ

、 、 。 、とから 一部 使えるだろうかというふうな問い合わせも実は来ております その中で

、 、 、ある意味で ちょっとそのままお貸しするというのは 学校としての維持費を考えると

非常に厳しいものがあるんですよ。というのは、全部が電気暖房で中学校棟が成り立っ

ていると。ですから、今でいくと年間300万円ぐらいの費用もかかるし、暖房費だけでは

なくて、その交電を維持するための保安料、あるいは浄化槽の検査料等々、かなり高額

になる関係があります。ですから、例えば利用される方がいらっしゃった中でも、何ら

かの社会教育施設として考える中で、その一部をお貸しする、そしてその中では、有料

にするのは実はちょっと厳しいんです。というのは、有料にする場合については、いわ

ゆる補助金が入った部分を積立金として、基金として持たなければならないというよう

な条項がありまして、これが生きてくると、小中学校合わせると１億3,000万円ぐらいの

金額の補助金が残っておりますので、そうなると、有料で貸すというよりは、実費とし

て、例えば使った燃料費は持ってくださいというふうな形での利用が一番適当なのかな

と。詳細については、いずれにしても公募をかけた中で、できればいろいろな方に、こ

んな利用はどうだろうかということでご提案をいただきたいというふうに思っています

し、今、問い合わせのある方についても、お話をもっと詳しくいただきたいと思ってい

ます。あわせて、ぜひ地域のほうでも利用したいという部分があるのであれば、協議を

重ねてまいりたいと思います。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 例えば、地域で、体育館なんかは、若い人も幾らかおりますし、運動なんか

でちょっと使いたい、バレーやりたいとか、そういうことをやりたいという声もたまた

まあるんです。そういう場合、一々教育委員会に来て、カギ借りて対応せんきゃならな

いのか、それとも、自治会なら自治会にその旨渡していただいてというような使用の方

法ができるのか、その辺、どうなんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 現段階では、今あのままの形で残して、体育館等を例えばスポ

ーツとして使うというふうな、施設をどういうふうな利用をするかというのをまず協議

をして決めた中で、体育館等、あるいは小学校棟の広場で、例えば卓球ができる程度の
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広場があるというふうなものの利用ですとか、そこについては協議した上で、どんな使

い方があるかということもあろうかと思います。体育館等については、ほかの利用した

いというふうな部分も見えられている部分もありますので、その辺は地域とお話をさせ

ていただきたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） ７番安達委員。

●安達委員 これから地域と十分打ち合わせをしながら、利用方法については考えていた

だきたいなと、そんなふうに思うわけです。教育長の執行方針というか、行政報告か何

かにもありますけども、自然体験というのをかなり教育の重要ポイントに挙げているよ

うですけども、四季を通して、上尾幌というところは、あれだけの広大な自然に囲まれ

、 、 。 、ていますし 四季通しての移り変わり これがはっかりしているんですよね その季節

季節で植物あたりもかなり豊富な種類のものがありますし、また、野鳥なんかにしても

数多いものがあそこに生息している。そういうことも踏まえて、これからできるだけあ

の施設を、そういうような釧路圏含めて、そういう形で利用できないのか、この辺、こ

れから教育委員会と地域と、そういう面についても話し合いしてみたいなと思います。

、 、 、 、それともう一つ 建物の外部 このあたりの草刈りだとか そういうものについては

教育委員会も今後、従来どおりある程度、年に何回か草刈りなんかしていただけるんで

すか。

●委員長（竹田委員） 教育長。

●教育長（富澤教育長） 上尾幌の校舎の跡地利用については、委員おっしゃるとおり、

まず地元と協議する中で決めていきたいというふうに思います。ただ、今ちょっとお話

あった、自然体験等々の中での、例えば宿泊施設等々については、今、一生懸命支援し

なきゃならない、ネイバル厚岸という部分もあります。指定管理者として、まず３年目

を迎えて、１回目の評価、次の３年目という中で、やはり利用拡大というのを厚岸町と

しても支援していかなければならないということもありますから、逆に私たち考えてい

るのは、できたらいろいろな体験学習みたいなのをネイバルと共催するような形で、あ

そこの施設を使っていろいろな講座ができるとか、そういうことも一つの方法としては

いいかなというふうにも考えておりますし、その点についてもお話し合いをさせていた

だければと思います。

また、学校の周りの草刈りなんですが、正直言って非常に頭を悩ませております。と

いうのは、現在ある、例えば糸魚沢にしましても、草は伸びるんですけども、私たちの

例えば校務補の体制にしても、限りがあって、実際に使われている学校を回るだけでも

かなり厳しいという状況です。それで、例えば厚静にしても尾幌にしてもそうなんです

が、いろいろな記念碑的なものを建てていただくに当たっては、できるだけ地元で管理

していただきたいというふうなお話ではお願いをしているんですよ。というのは、例え

ば石碑の周りがちょっと草が伸びたという中で、年に何回か草を刈ってくれと言われて

も非常に厳しいと。これからまた何校か増えてきたという中では、最低限度の管理、で
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きればそれこそ地域の方と相談させていただいて、何とか一緒にしていただけないだろ

うかということも含めて、ご相談をさせていただければというふうに思っています。

●委員長（竹田委員） いいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 他にございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、進みます。

６項保健体育費、３目温水プール運営費。

ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

次に、第２条、繰越明許費の補正、３ページ。

ございませんか。

次に、第３条、債務負担行為の補正、４ページ。

ございませんか。

総体的にございませんか。

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

休憩します。

午後４時51分休憩

午後４時52分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

次に、議案第35号 平成20年度厚岸町介護保険特別会計補正予算を議題とします。

第１条の歳入歳出予算の補正、３ページ、事項別明細書をお開き願います。

ございませんか。

４ページ、歳入から進めます。

３款国庫支出金、２項国庫補助金、８目介護従事者処遇改善臨時特例交付金。
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７款繰入金、１項１目一般会計繰入金。

２項基金繰入金、２目介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金。

ございませんか。

なければ、歳入を以上で終わります。

歳出に入ります。

６ページ。

６款１項１目介護従事者処遇改善臨時特例基金費。

ございませんか。

なければ、以上で歳出を終わります。

総体的にありませんか。

なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

、 、 。本案は 討論を省略し 原案のとおり可決すべきものと決するにご異議ありませんか

（ 異議なし」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ご異議なしと認めます。

よって、本案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。

以上で、本補正予算審査特別委員会に付託された補正予算12件の審査は全部終了いた

しました。

よって、平成20年度各会計補正予算審査特別委員会を閉会いたします。

午後４時54分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２１年３月１１日

平成20年度各会計補正予算審査特別委員会

委員長


